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はじめに

英国は、1973年1月から2020年1月までの約47年間にわたって、欧州共同体（European 

Community: EC）とその後継組織である欧州連合（European Union: EU）に加盟し続けた。

だが、そもそも英国がいかなる思惑からECに加盟したのかを知る者は、今日では少ない。

過去30年間の歴史研究が明らかにしてきたのは、英国がEC加盟を目指した動機として、

共同市場への参加から経済的利益を得ることよりも、英国の国際的な影響力を向上させる

という政治的な考慮の方が重要だったことである。そのなかでも、EC加盟国間で共同歩

調をとることによって外交的影響力を強化することは、英国にとっての中心的な関心であ

った（1）。1960年代末の英国政府内では、例えばベトナム戦争のような国際問題に関して発

言力を高められることが、EC加盟の主たる利点として語られていたのである（2）。

では、実際にEC加盟を実現した後、英国の外交政策はどのように変容したのだろうか。

この問題を考えるうえでの一助とするために、本稿は、ジェイムズ・キャラハン（James 

Callaghan）政権期、すなわち1976年4月から1979年5月にかけての英国が、EC加盟国間の

外交政策協力にどのようにかかわったのかに着目する。当時EC加盟国間の外交政策協力

は、1970年に創設された欧州政治協力（European Political Cooperation: EPC）という枠

組みでおこなわれていた。欧州政治協力は、外相会議、政治委員会、政策領域ごとに設置

される作業部会という三層構造の会議体からなっていた。それぞれの会議体では、毎月一

回ほどの頻度で情報交換がおこなわれており、必要が生じた際にEC加盟各国が共通の政

策をとれるように準備がなされていた（3）。英国は1973年のEC加盟と同時に、この欧州政

治協力の正式な成員となっていた。キャラハン政権発足の時点で、英国は欧州政治協力に

約3 年間かかわっており、その仕組みに慣れ始めていた。

キャラハンは首相就任前から、欧州政治協力の重要性についてたびたび語ってきた政治

家であった。キャラハンは首相就任の直前まで、第二次ハロルド・ウィルソン（Harold 

Wilson）政権の外相を務めていた。外相として約 2 年間にわたって欧州政治協力にかかわ

ったキャラハンは、EC加盟国間の外交政策協力の意義を深く理解するようになった（4）。

もともと英国のEC加盟に懐疑的であったキャラハンが、EC加盟支持に転じた理由の一つ

が、欧州政治協力の有益さを認識したことであった（5）。さらに、キャラハン政権期に外相

を務めた二人の政治家たち、すなわちアンソニー・クロスランド（Anthony Crosland）と

デイヴィッド・オーウェン（David Owen）も、欧州政治協力の重要性について外相在任中

にたびたび語っていた。

にもかかわらず、キャラハン政権期の ３ 年間の実績を振り返ると、英国が欧州政治協力

において主導的な役割を果したようには見えない。この時期に英国が他のEC加盟国と協

働して対外的影響力を行使しようとした事例は少ない。これは、英国のEC加盟を成功に

導き欧州政治協力にも建設的に関与したとされるエドワード・ヒース（Edward Heath）

政権や、欧州政治協力を通じての政策協調をたびたび主導したマーガレット・サッチャー

（Margaret Thatcher）政権とは、対照的である（6）。むしろキャラハン政権の実績は、他の

EC加盟国との協調に消極的だったとされる第二次ウィルソン政権のそれとさほど変わら

ないように思える。キャラハン政権の欧州政治協力への姿勢をめぐっては、レトリックと

実態の乖離が生じていたのである。

では、なぜキャラハン政権期の英国は欧州政治協力において主導的な役割を果たせなか

ったのだろうか。この問題を本格的に検討した研究は見当たらない。そもそもキャラハン

政権期の英国がどのように欧州政治協力に関与したのかに焦点を当てた研究すらも、管見

の限り皆無である。その理由の一つは、上述のように同政権がEC加盟国間の政策協調に

おいて目立った役割を果たさなかったからだろう。それに加えて、研究を遂行するのが困

難だという事情もある。英国外務省内で欧州政治協力を所管していた欧州統合（域外）局

の文書は保存状況が極めて悪く、史料的な制約が生じている（7）。さらに、1970年代半ば以

降に欧州政治協力で協議の対象となるアジェンダが増加していたことも、一人の研究者が

英国の欧州政治協力への姿勢の全体像を把握するのを困難にしている。

その一方で近年、キャラハン政権の対外政策のさまざまな側面に焦点を当てたあらたな

研究が公刊されている。そしていくつかの研究の中には、断片的ではあるものの、欧州政

治協力への言及が見られる。本稿では、こうした既存の研究を整理しながら、部分的には

一次史料の分析に基づいた独自の知見も織り交ぜつつ、キャラハン政権の欧州政治協力へ

の関与のおおまかな全体像を描くことを試みる。あらかじめ断っておくと、本稿の内容の

大部分は二次文献に依拠している。ただし、キャラハン政権期の英国が欧州政治協力にお

いて主導的役割を果たした南部アフリカ政策に限っては、先行研究の不足を補うために、

一次史料の分析に基づいたあらたな知見を提示する。

本稿では、キャラハン政権期の英国が欧州政治協力において主導的な役割を果たそうと

しなかった背景に、以下の二つの原因があったことを示す。一つ目は、欧州政治協力にお

ける主要なアジェンダにおいて、英国と他のEC加盟国、とりわけフランスとの外交路線

の相違が拡大したことである。このことは、1970年代前半から欧州政治協力の二大アジェ

ンダであった欧州安全保障協力会議（Conference on Security and Cooperation in Europe

: CSCE）とアラブ・イスラエル紛争についてとりわけ顕著であり、これらの政策領域で

英国が主導権を発揮するのを困難にした。二つ目は、英国外務省内の政策決定プロセスの

混乱である。とりわけ1977年2月にオーウェンが外相に就任してからの約２年間は、英国
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外務省内においてトップダウンで意思決定がなされるようになり、外務省内で日常的に欧

州政治協力にかかわっていた各政策領域の専門家たちの有するアイデアが十分に汲み取ら

れなくなった。それゆえに、英国は国際環境の変化に応じて欧州政治協力をあらたな政策

領域で活用することができなかったのである。

本稿の構成は以下の通りである。まず第一章では、キャラハン期における英国の外交政

策決定過程に焦点を当て、英国外務省内でボトムアップでの政策アイデアの集約が機能不

全に陥っていたことを示す。続く第二章では、CSCEとアラブ・イスラエル紛争という二

つの政策領域を取り上げ、他のEC加盟国との外交路線の相違ゆえに英国が主導権を発揮

する余地が縮小していたことを示す。そして第三章では、キャラハン政権期においてEC

加盟国間の協力が最も進展した南部アフリカ政策に焦点を当て、なぜ例外的に英国がEC

加盟国間の協力を主導できたのかを検討する。最後に、三つの章の知見を総合しながら、

キャラハン政権期の英国が欧州政治協力で積極的な役割を果たせなかった原因を整理す

る。

１．外交政策決定過程の混乱

ジェイムズ・キャラハンが英国の首相に就任したのは、1976年4月5日のことである。首

相就任の直前までキャラハンは第二次ハロルド・ウィルソン政権の外相を務めていた。だ

が3月16日にウィルソンが突如辞意を表明したことを受けて、労働党の党首選挙が実施さ

れた。この選挙に立候補したキャラハンは、他の5人の候補者との競争を勝ち抜き、労働

党党首に選出されたのである。

キャラハンは首相就任前から、EC加盟国間の外交政策協力の重要性をたびたび語って

きた政治家であった。キャラハンは、第一次ウィルソン政権がEEC加盟を模索していた

1960年代末の時点で、加盟の経済的利点については懐疑的であったものの、その政治的利

点については認めていた（8）。その後キャラハンは1974年3月からの約２年間、第二次ウィ

ルソン政権の外相として欧州政治協力にかかわり、その経験を通じて欧州政治協力が英国

にとって有益だとの認識を強めた（9）。1975年6月の国民投票で英国のEC残留が決まった₁

週間ほど後に、キャラハンはウィルソン首相に覚書を送付している。そのなかでキャラハ

ンは、英国が欧州共同体において積極的な役割を果たせる分野として対外関係を挙げ、こ

の分野にヨーロッパ政策の重点を置くべきだと進言している（10）。また首相就任の2 ヶ月半

ほど前に西ドイツのハンブルクで講演した際にも、EC加盟国が対外的に結束を通じて政

治的影響力を高めることを欧州共同体の目指すべきヴィジョンとして示している（11）。

しかし、首相在任中のキャラハンがEC加盟国間の政策協調をみずから指揮することは

稀だった。当時の英国は深刻な経済危機に直面しており、外交政策の優先度は低くなりが

ちだった。そのうえ労働党は、党内に巨大な欧州懐疑派を抱えており、キャラハン自身が

ヨーロッパ政策を指揮すれば党の分裂を招くリスクもあった。またキャラハンの対外政策

上の関心は、米国と独仏の橋渡しによって大西洋同盟を強化することに向けられていた。

こうしたなかで、欧州政治協力に具体的にどのようにかかわるかはかなりの程度、外相に

任されることとなった。

キャラハン政権では二人の政治家が外相を務めた。アンソニー・クロスランドとデイヴ

ィッド・オーウェンである。彼らはともに、英国の対外的影響力を向上させる観点から、

EC加盟を支持してきた政治家であった。ケヴィン・ジェフリーズ（Kevin Jeffreys）が著

したクロスランドの評伝によれば、彼がEC加盟を支持した理由は経済とは無関係であっ

た。むしろクロスランドにとって、EC加盟の利点はそれが英国にとって帝国を代替する

権力基盤になりうることにあった（12）。オーウェンも同様に、政治的な観点からEC加盟を

支持したことを公言していた（13）。

にもかかわらず、二人の外相たちはいずれも、外相在任中に欧州政治協力を通じた他の

EC加盟国との協調をみずから積極的に指揮しようとはしなかった。クロスランドの場合、

国際問題への理解が不足しており、当初は外相の職務の大部分を時間の無駄だと見なして

いた（14）。彼が外相に任命された理由は、適材適所だったからではなく、権力政治上の考慮

からだった（15）。そのため、クロスランドは外交政策の策定においてほとんど主体性を発揮

しようとしなかった。もっともクロスランドは、欧州政治協力に関しては好意的に見てい

た。外相理事会でのEC案件についての協議と比べて、欧州政治協力の外相会議ではフラ

ンクで開かれた意見交換がなされていたためである（16）。だがそれでも、クロスランドが他

のEC加盟国との政策協調をみずから提案することは稀だった。クロスランドはしだいに

外相の職務に慣れていったものの、1977年2月13日に脳出血で倒れ、6日後に死を迎えるこ

とになる。

オーウェンの場合、前任者とは対照的に、みずからの手で外交政策を形づくろうとした。

38歳の若さで外相に就任したオーウェンは、外務省の旧態依然とした組織文化を嫌った。

そのためオーウェンは、外部から招き入れた政策アドバイザーたちを中心に、トップダウ

ンで政策を決定しようとした（17）。それによって、外務省内には巨大な軋轢が生まれた。オ

ーウェンは外務官僚たちの助言をことごとく無視した。外務官僚が時間をかけて作成した

書類に、暴言を殴り書きして送り返すことも珍しくなかった。その結果、官僚たちはしだ

いに政策を思いついても提案しなくなっていった（18）。

問題をさらに悪化させたのは、外相在任中のオーウェンが、外務官僚たちが過度に親欧



- 6 -

州的な姿勢をとっているのではないかと強い疑念を抱いていたことである（19）。このことは、

当時オーウェンが親欧州的な政治家として知られていたことに照らすと、意外だと思われ

るかもしれない。たしかにオーウェンは、それまで英国のEC加盟を一貫して支持していた。

だが彼は、同時にナショナリストでもあり、欧州連邦主義には懐疑的であった（20）。そして

欧州政治協力に関しても、欧州連邦への第一歩となるのではないかと疑念の目を向けてい

た（21）。またオーウェンは、外務官僚たちが英国の国益にそぐわない場合にも無理に他の

EC加盟国に同調しているのではないかと疑っていた。そのような疑念ゆえに、外務官僚

が作成した他のEC加盟国との協力についての案を却下することもあった（22）。

このように二人の外相たちが他のEC加盟国との協力をみずから主導しないなかで、外

務官僚のレベルでは何が起きていたのだろうか。当時の欧州政治協力は、外相会議、政治

委員会、作業部会の三層構造から成っていた。このうち作業部会は政策領域ごとに設置さ

れており、EC加盟各国の外務省内における各政策分野の担当者たちが、毎月対面で協議

をおこない、情報を共有していた。1970年代後半の欧州政治協力において、最も顕著な進

展が見られたのは、この作業部会を通じての外務官僚同士のネットワーク化である。当時

作業部会に参加していたある英国の外交官は、他のEC加盟国外務省のカウンターパート

と親交を深めることは極めて有意義だったと回顧している（23）。こうして外務省の各部局で

は、他のEC加盟国の情勢認識が把握され、欧州政治協力を活用する方法についてもアイ

デアが生まれるようになっていった。

しかし、英国外務省の各部局で欧州政治協力を活用するアイデアが生まれたとしても、

それが実行に移されるまでにはいくつかの障壁があった。その一つは、上述したオーウェ

ンのトップダウンの政策決定スタイルにある。ただし、問題はそれだけではなかった。外

務官僚のレベルでも、政策アイデアの集約を阻害する要素があったのである。それは、キ

ャラハン政権期の大半において英国外務省の政務局長（Political Director）を務めていた

レジナルド・ヒバート（Reginald Hibbert）の個性である。

政務局長は、欧州政治協力の中枢である政治委員会に出席する役職であった。政治委員

会は毎月開催され、各作業部会で検討された事項のうち重要なものを協議し、外相会議に

提案をおこなった。この政治委員会は欧州政治協力全体の方向性を定める機能を有してい

たため、政務局長にはEC加盟各国の外務省内でかなり高い地位にある外交官たちが就任

することとなっていた。英国の場合は、欧州担当の副次官（Deputy Under-Secretary of 

State）がこの職を兼任していた。政務局長を兼任する欧州担当の副次官は、副次官たち

の中でも同輩中の首席という位置づけであり、英国外務省本省において事務次官に次ぐ実

質的なナンバーツーであった。

ヒバートの性格と能力は、英国の欧州政治協力への貢献にとっての妨げとなった。彼が

政務局長の要職に抜擢された理由はおそらく、他の外務官僚たちと比べれば、彼がさほど

親欧州的ではなかったためである。だがヒバートは、部下へのパワー・ハラスメントによ

って英国外務省内に悪名をとどろかせた人物であった。それが深刻な問題となるのは1979

年の春に駐仏大使に就任してからだが、その兆候はすでにこのころには表れていた。当時

のヒバートは、みずからの判断の正しさを過信し、作業部会に参加している彼よりも職位

が下の外務官僚たちと政策をめぐって日常的に言い争いをしていた（24）。そしてヒバートは、

論理的思考力に優れていたものの、現実の世界で起こる問題の複雑性を見落とす傾向があ

った（25）。

こうしてキャラハン政権期の英国外務省内では、各政策領域の専門家が着想した政策ア

イデアが実行に移されにくい状態が生じることとなった。この時期、個別の政策領域にか

かわる外務官僚のレベルでは、他のEC加盟国のカウンターパートとの連携が深められて

いった。これによって、欧州政治協力を活用する方法についてもアイデアが蓄積されてい

たことだろう。だがそのうちの多くは、外相と政務局長の反対ゆえに、実行に移されなか

った。おそらく各政策領域の専門家が着想したものの、提案されることすらなく埋もれて

いったアイデアも多かったのではないだろうか。

２．CSCEとアラブ・イスラエル紛争をめぐる消極姿勢

キャラハン政権期の英国は、欧州政治協力で扱われていた具体的なアジェンダについて、

どのような姿勢をとったのだろうか。本章では、1970年代初頭からキャラハン政権発足時

までの欧州政治協力において最も緊密な政策協調がおこなわれてきた二つの政策領域、す

なわち欧州安全保障協力会議（CSCE）とアラブ・イスラエル紛争を取り上げて、キャラ

ハン政権の姿勢を検討する。以下では、これら二つの政策領域においてキャラハン政権が

欧州政治協力を活用して外交的イニシアティブをとろうとしなかった背景に、英国の外交

路線と他のEC加盟国、とりわけフランスの外交路線の相違があったことを示していく。

まずCSCEに関しては、キャラハン政権期の英国は他のEC加盟国とともに重要な国際会

議に参加している。1977年10月4日から1978年3月8日にかけてユーゴスラビアの首都ベオ

グラードで開催された、CSCEの第一回目の再検討会議である。英国は1970年代初頭以来、

ヒース・ウィルソン両政権の下で、CSCEに関して他のEC加盟国と緊密な政策協調をおこ

ない、1975年に合意されたヘルシンキ最終議定書の作成にも貢献していた（26）。ベオグラー

ド再検討会議での中心的な議題は、ヘルシンキ最終議定書の内容の履行状況を確認するこ

とであった。

- 7 -
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このベオグラード再検討会議は、目立った成果をあげることなく閉幕することになる。

その最大の原因は、米ソ間の対立であった。1970年代初頭の米ソ関係を特徴づけたデタン

トは、このころには陰りを見せ始めていた。1977年1月に米国で人権外交を掲げるカータ

ー政権が誕生すると、前政権の無関心から一転して、CSCEへの強い関心を示し始める。

その背景には、ソ連・東欧諸国がヘルシンキ最終議定書の人権に関する規定を遵守せず、

国内の反体制派を弾圧していたことがあった。カーター政権にとってベオグラード再検討

会議は、反共プロパガンダのための好機であった。対するソ連・東欧諸国の側は、人権問

題に関して西側諸国の要求に応じるつもりなど毛頭なかった（27）。

ベオグラード再検討会議における英国の姿勢を考えるうえで重要なのは、CSCEをめぐ

って米国と西欧諸国（とりわけ独仏）の立場が乖離していたことである。この会議に際し

て、フランスや西ドイツは、デタントの気運を継続させることと、東西間で具体的な協力

を進展させることを望んだ。そのため、カーター政権がベオグラード再検討会議を反共プ

ロパガンダのための機会と見ていることを懸念していた。米国政府代表団を率いたアーサ

ー・ゴールドバーグ（Arthur Goldberg）は再検討会議が始まるやいなやソ連・東欧諸国

における人権状況を厳しく批判したが、西欧諸国の記者たちは彼のことを「制御されてい

ないミサイル（unguided missile）」と揶揄していた（28）。

では、こうしたなかで英国はどのような姿勢をとったのだろうか。英国政府、とりわけ

オーウェン外相の考え方は、人権規範を重視する点でカーター政権に近かった。オーウェ

ンは、国際社会における人権規範の促進を英国外交全体の目標に据えた初めての外相だと

される（29）。1970年代は国際社会において人権規範が重んじられるようになった時期である。

オーウェンもこうした国際的な潮流から大きな影響を受けており、外相在任中の1978年に

『人権』と題した著書を刊行したほどであった（30）。他のEC加盟国も、英国の立場は米国の

それに近いと見なしていた（31）。

それでも英国はベオグラード再検討会議を通じて、他のEC加盟国との政策協調を維持

した。それは英国の外務官僚たちが、EC加盟国間の協調を望んだためであった。英国外

務省内で、EC加盟国間の協調を維持することは、デタントの将来よりも重要な課題だと

考えられていた（32）。ベオグラード再検討会議の開催期間中には、英国外務省本省からベオ

グラードの英国政府代表団に宛てて、米国に同調して東側の人権状況を非難するように求

める電信が送られたこともあった。だが、おそらくオーウェンの発案によるこの指令は、

外務官僚たちから反対の声があがったため、結局実行に移されることはなかった（33）。

ベオグラード再検討会議は、ほとんど成果を得られないまま閉幕した。その一方、この

会議を通じてEC加盟9 ヵ国は、ときよりフランスの単独行動が見られたものの、大部分

で結束を維持した（34）。キャラハン政権期の英国は、人権をめぐって他のEC加盟国と立場

の相違を広げたものの、ヒース・キャラハン両政権がとってきたEC加盟9 ヵ国の協調と

いう路線を維持したといえるだろう。

では次に、アラブ・イスラエル紛争に関して、キャラハン政権期の英国は欧州政治協力

の場でどのような政策をとったのだろうか。キャラハン政権の３年間は、アラブ・イスラ

エル紛争の構図が大きく変化していた時期だった。中東情勢が欧州政治協力の本格的な議

題となったのは、1973年10月に第四次中東戦争が発生したときである。そのころと比べる

と1970年代後半にはアラブ・ナショナリズムが後退しており、アラブ世界の大国であるエ

ジプトは単独でイスラエルとの和平合意を締結しようと模索していた。同時にパレスチナ

解放機構（Palestine Liberation Organization: PLO）が影響力を拡大しており、1974年10

月に開催されたラバト会議では、アラブ諸国から全パレスチナ人を正統に代表する唯一の

組織だと認められていた。

このようにアラブ・イスラエル紛争の構図が大きく変化するなかで、キャラハン政権は

この紛争をめぐるEC加盟国間の政策協調において積極的な役割を果たそうとはしなかっ

た。その背景には、パレスチナ問題をめぐる英仏の立場の差が1970年代前半と比べて開い

ていたことがある。そのような外交路線の相違をもたらしたのは、1974年3月に英国で起

こった親イスラエル的な労働党への政権交代である。キャラハン政権も親イスラエル的な

外交路線をとり、中東和平に関しては米国の立場を支持する姿勢を示していた。ヨルダン

のフサイン（Hussein bin Talal）国王から他のEC加盟国と協調して中東への関与を深め

るように求められたときに、キャラハンはイスラエルに影響力を及ぼせるのは米国だけだ

と冷淡な反応を示している（35）。

その一方で、英国外務省内で中東政策を所管していた近東・北アフリカ局は、他のEC

加盟国との協調に前向きであった。欧州政治協力の中東作業部会での協議を通じて、近東・

北アフリカ局は他のEC加盟国のカウンターパートと情報共有を進めていた。中東諸国の

首都においても、9 ヵ国の大使館員が日常的に情報交換をおこなっていた。1974年以降に

9 ヵ国とアラブ諸国の間で始まったユーロ・アラブ対話についても、アラブ諸国との良好

な関係を維持するうえで有益だと英国外務省内では見なされていた（36）。また、もし英国が

中東和平をめぐる立場をアラブ諸国よりに修正するならば、他のEC加盟国と共同歩調を

とることが前提だと考えられるようになっていた（37）。

キャラハン政権期の英国は、アラブ・イスラエル紛争をめぐって他のEC加盟国との最

低限度の協調を維持した。英国のEC議長国期間には、重要な共同声明が一つ合意されて

いる。1977年6月のロンドン欧州理事会で合意されたパレスチナ問題に関する9 ヵ国首脳

の共同声明である（38）。この共同声明は、9 ヵ国が初めてパレスチナ人のための「故郷

（homeland）」の必要性を認めた点で画期であった。共同声明の草案は、欧州政治協力で
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の協議を通じて9 ヵ国の外務官僚たちがボトムアップで作成したものであった。ただし、

「故郷」という表現はすでにカーター政権が用いていたものであり、9 ヵ国が独自の立場

をとったわけではなかった。それゆえにキャラハンは共同声明の発表を容認したのである
（39）。

しかしロンドン欧州理事会が閉幕してからの２年間、EC加盟9 ヵ国は中東和平に関し

て実質のある役割を果たさなかった。米国の仲介によってエジプトとイスラエルが1978年

9月に締結したキャンプ・デーヴィッド合意に関しても、9 ヵ国はその作成に何ら関与し

ていない。西欧諸国が中東和平問題に口出しすることをイスラエルが嫌うなかで、英国の

役割は事実上、9 ヵ国がイスラエルの利害に沿わない政策に合意するのを阻止することと

なった（40）。その一方でフランスは、アラブ世界での経済的利益への考慮から、米国の主導

する和平プロセスから距離をとろうとした。こうした英仏の立場の相違が、EC加盟9 ヵ

国が中東和平に関して実質のある役割を果たすことを不可能にしたのである。

以上見てきたように、キャラハン政権期の３年間、CSCEとアラブ・イスラエル紛争と

いう二つのアジェンダに関して、英国は欧州政治協力を活用してイニシアティブをとろう

とはしなかった。その最大の原因は、英国の外交路線がフランスのそれと乖離していたこ

とにある。むしろ二つの政策境域において、英国の立場は米国のそれに接近していた。た

だし、英国の外務官僚たちが欧州政治協力への関与を重視する英国の外務官僚たちの努力

によって、他のEC加盟国との最低限度の協調はかろうじて維持されたのである。

３．南部アフリカをめぐる政策協調の主導

キャラハン政権期の英国が欧州政治協力において主導権を発揮したといいうるおそらく

唯一の政策領域は、南部アフリカであった。1970年代半ば以降の欧州政治協力では扱われ

るアジェンダの幅が広がっていったが、そのなかで英国が最も重視していたのが南部アフ

リカであった。キャラハン政権期の英国は、西ドイツとともに、南部アフリカをめぐる

EC加盟9 ヵ国の政策協調において主導的な役割を果たした。以下では、まず1976年以降

に南部アフリカをめぐるEC加盟国間の協調が活発化していく経緯をまとめ、そのなかで

英国がどのような姿勢をとったのかを示す。続いて、キャラハン政権期の英国が欧州政治

協力においてとったイニシアティブのうち最大のもの、すなわち南アフリカで活動する企

業に対するEC加盟9 ヵ国共同の行動規範（Code of Conduct）の策定に焦点を当てる。

欧州政治協力にアフリカ情勢についての協議をおこなう場としてアフリカ作業部会が設

置されたのは、1974年4月のことである（41）。ただし、EC加盟国間でアフリカ政策の協調を

図ろうとする動きが本格化するのは、キャラハン政権発足直前の1976年2月からである。

このころアフリカ大陸は、超大国間の駆け引きの舞台となりつつあった。1975年3月に勃

発したアンゴラ内戦は、アフリカが第三世界における東西対立の最前線となりつつあるこ

とを象徴していた。こうしたなか、1976年2月23日に、西ドイツのゲンシャー（Hans-Dietrich 

Genscher）外相の提言に基づいて、EC加盟9 ヵ国の外相たちが南部アフリカに関する共

同声明に合意したのである（42）。

南部アフリカをめぐって共同歩調をとろうという気運がEC加盟国間で高まっているこ

とを、英国は好意的に受けとめていた。キャラハン政権発足から約2 ヶ月後の1976年6月

11日に、ヨーロッパ政策を討議するための閣議が開催された（43）。この閣議に向けて内閣府

が作成した文書の中では、欧州政治協力を通じたEC加盟国間の協力のなかでも、特に英

国の国益にかなう分野として、南部アフリカが挙げられている（44）。この当時、英国は経済

的苦境に直面しており、かつて植民地を有していたアフリカとの経済関係の重要性が高ま

っていた。そのため、同地域において冷戦戦略上の考慮と英国独自の国益をどのようにバ

ランスさせるかが、大きな課題となりつつあった。

こうしたなかで、英国のマーティン・リード（Martin Reid）中部・南部アフリカ局長は、

1976年4月8日に開催された欧州政治協力のアフリカ作業部会の席で、ナミビア問題に関し

てEC加盟9 ヵ国が共同で使節団を派遣することを提案した。当時ナミビアでは、南西ア

フリカ人民機構（South-West Africa People's Organisation : SWAPO）を中心とするアフ

リカ民族主義勢力が南アフリカからの独立を目指して戦っていた。英国の提案は、9 ヵ国

から少数の外交官を選んで、ナミビア、ケープタウン、ルサカに派遣し、南アフリカの政

治家、ナミビアの政治家、SWAPOの代表者とそれぞれ協議をおこなうことだった。この

案はリード局長が着想し、キャラハン外相の許可を得る前に、他のEC加盟国に提案した

ものだった（45）。

英国の狙いは、建設的な提案をすることによって、他のEC加盟国、とりわけ西ドイツ

を満足させることであった。英国にとって重要だったのは、ローデシア問題をめぐる同国

の政策に、他の加盟国から支持を得ることであった（46）。1965年に英領南ローデシアの首相

であったイアン・スミス（Ian Smith）は英国からの独立を一方的に宣言し、それ以来ロ

ーデシアにおいては少数派の白人による支配が継続していた。英国はこの状況を解消する

ために、ローデシアに経済制裁を実施するとともに、米国とも協調しながらさまざまな解

決策を模索していた。そしてこうした政策にEC加盟国からの支持を得るためには、アフ

リカをめぐる他の問題に関して他のEC加盟国との協調を主導することが有益だと考えら

れたのである。

しかし、この英国の提案は、フランスの反対によって頓挫することになる。アフリカ大
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陸と帝国の経験に由来する独自の関係を有していたフランスは、アフリカをめぐってEC

加盟国間で情報交換や政策協調をおこなうことを嫌っていた。英国の提案に関しても、ナ

ミビアに使節団を派遣することが、他のアフリカ諸国の脱植民地化プロセスにおける先例

となることを恐れていた。フランスは、とりわけ海外領土アファル・イッサ（のちのジブ

チ）の独立に関して、他のEC加盟国から干渉される可能性を懸念していた（47）。フランス

の姿勢は、かつて帝国を構成していた諸地域の問題について他のEC加盟国と進んで協議

したがる英国の姿勢とは、対照的であった（48）。

こうして1976年の春から本格的に模索され始めたアフリカをめぐるEC加盟国間の政策

協調は、一度は暗礁に乗り上げた。しかし1977年に入ると、EC加盟9 ヵ国の政策協調は

前進を見せ始め、共通政策が形成されることになる。それが、1977年10月に9 ヵ国の外相

たちが合意した南アフリカに関する行動規範である。当時の南アフリカではアパルトヘイ

ト政策がとられており、少数派の白人が政治的権力を独占し、人口の大多数を占める黒人

の政治的権利は制限されていた。前年の1976年6月にはヨハネスブルグのソウェト地区で

大規模な黒人の暴動が発生し、多数の死者が発生していた。こうしたなかで、9 ヵ国の行

動規範は、南アフリカで活動する加盟国の企業に対して、人種間の賃金格差の縮小、職場

における人種隔離の撤廃、黒人の労働組合への加入の奨励などを求めるものであった（49）。

そして、この提案は、英国のアイデアに基づいて策定されたものであった。

では、この行動規範はどのような経緯で策定に至ったのだろうか。行動規範が策定され

る₁年ほど前から、英国は南アフリカをめぐるEC加盟9 ヵ国の政策協調を模索し始めて

いた。英国が南アフリカをめぐる政策協調の可能性について検討を進めることを初めて提

案したのは、1976年11月29日と30日にハーグで開催された欧州理事会である。29日の晩に

おこなわれた夕食会の席でキャラハン首相が、南アフリカについて9 ヵ国が共通の立場を

とるために協議すべきだと提案したのであった（50）。キャラハンがこのような提案をした背

景にはおそらく、米国における政権交代があった。1976年11月2日に大統領選挙で勝利し

たカーターは、人権外交を掲げており、アパルトヘイト政策を実施する南アフリカにも厳

しい視線を向けていた。

英国にとって最悪のシナリオは、南アフリカへの経済制裁を義務づける国連安保理決議

案が提出され、それに米国が賛成票を投じる可能性であった（51）。そうなれば、英国として

は単独で拒否権を行使せざるを得なかった。当時の英国の経済状況は極めて厳しく、1976

年12月には外貨準備不足を解消するために国際通貨基金（International Monetary Fund: 

IMF）に緊急支援を要請したほどであった。こうしたなか、英国にとって第9位の輸出相

手国である南アフリカとの経済関係を遮断することは困難であった（52）。だがもし仮に米国

が賛成票を投じるなかで英国が単独で拒否権を行使することになれば、英国に国際社会の

非難の矛先が向けられることは必然であった。

もちろんキャラハン政権にとっては、米国に対して南アフリカ問題で英国の利害に反す

る決定をとらないように働きかけることもできた。実際に1977年3月の英米首脳会談では、

就任間もないオーウェン外相がヴァンス（Cyrus Vance）国務長官に対して、もし英国の

立場を考慮せずに南アフリカ政策を決定するならば、英国が米国のイスラエル政策を支持

することを保証できないと伝えている（53）。だが英国の要望が米国の政策決定過程で考慮さ

れる確証はどこにもなかった。こうしたなかで、EC加盟9 ヵ国が共同の立場を形成する

ことが英国の視野に入ってきたのである。

キャラハンによる欧州理事会での提案を受けて、英国外務省のリード中部・南部アフリ

カ局長は、1976年12月13日に開催された欧州政治協力のアフリカ作業部会において、南ア

フリカに関する共通政策の可能性を検討することを提案した（54）。年が明けて1977年の初春

から、EC加盟各国外務省のアフリカ政策の担当者たちを中心に、半年ほどかけて協議が

おこなわれた。協議のなかでは経済制裁の可能性も含めてさまざまな措置が検討された
（55）。その間も、南アフリカに対する国際社会の批判は強まり続けており、同年8月には国

連主催の下でナイジェリアの首都ラゴスでアパルトヘイトに関する世界会議が開催される

こととなっていた。

英国が他の加盟国に行動規範の作成を提案したのは、1977年7月12日にブリュッセルで

開催された欧州政治協力の外相会議であった。この会議の席でオーウェン外相がEC加盟

国共同での「行動規範」の策定を提案したのである（56）。英国国立公文書館に保存されてい

る外務省中部・南部アフリカ局の文書を読む限り、同局が事前にこの提案を検討した形跡

はない。ここからは、この案が英国外務省内においてオーウェンのトップダウンで決定さ

れたことがうかがえる。この提案についてオーウェンから知らされたキャラハンは、EC

加盟国間で行動規範の策定を進めることに同意した（57）。

英国の提案の背景にはどのような狙いがあったのだろうか。1977年7月18日に、内閣府

で開催された南部アフリカに関する閣僚委員会の席では、欧州共同体の枠組みを活用する

ことには次の利点があるということで、キャラハン首相を含む出席者たちが一致している。

すなわち、英国単独での措置が政治的に困難である一方で、他のEC加盟国と共同歩調を

とれば、報復のリスクを減らしながら措置の効果を高められ、かつ英国の国内世論にも受

け入れられやすくなるのだった（58）。ただし、より重要なのは、英国企業の利益を増進させ

ることだったのかもしれない。すでに1974年に、英国政府は南アフリカで活動する英国企

業に対する行動規範を策定していた。しかし、それは実効性のあるものとはなっていなか

った。その理由は、英国企業だけが行動規範を遵守することが、他国の企業との競争にお

いて不利に働くためであった（59）。英国にとって、他のEC加盟国の企業と同一の行動規範
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を導入することには、自国企業だけが不利益を受けなくなるという利点もあった。

その後、EC加盟9 ヵ国は官僚レベルで協議を重ね、1977年9月20日に行動規範が9 ヵ国

の外相たちによって承認された。この行動規範がアパルトヘイトの撤廃に直接的に寄与す

ることはなかったものの、英国が責任逃れするのに役立ったという見方はある（60）。そして、

英国政府内に設置されていた南アフリカとの経済関係に関する省庁間委員会において指摘

されたように、「EC加盟9 ヵ国がこれほど短期間のうちに行動規範の形式と内容について

合意に達したことは、相当な成果であった」 （61）。9 ヵ国が初めて欧州政治協力を通じてア

フリカに関する共通政策を形成したという意味でも、この行動規範は画期であった。

英国の欧州政治協力とのかかわりを考えた際にも、この行動規範は画期となる経験であ

った。英国はそれまでも欧州政治協力に建設的に関与しようとしてきた。ただし、その内

実は他の加盟国、とりわけフランスと歩調を合わせることによって、CSCEやアラブ・イ

スラエル紛争をめぐるEC加盟国間の結束を維持することであった。それに対して、本章

で取り上げた事例には、英国が豊富な知識と経験を有する地域の問題について独自の政策

アイデアを他のEC加盟国に提起し、9 ヵ国共通の立場を形づくろうという発想を見て取

ることができる。そしてこの事例では、英国の提案によって国際社会においてEC加盟国

が果たす役割が拡大したのである。

こうした英国独自の政策アイデアの提起は、もし英国外務省内の政策決定過程が機能し

ていれば、キャラハン政権の下でより頻繁に見られていたことだろう。おそらく外務省の

地域専門家の間には、他のEC加盟国と協調しながら外交的イニシアティブをとるアイデ

アが他にも数多く存在していたことだろう。後述するように、外相と政務局長が1979年春

に交代したことをきっかけに、英国は欧州政治協力の場で多様な政策アイデアを提起する

ようになる。このように見るとキャラハン政権期は、英国が他の加盟国に同調することで

EC加盟国間の連帯を維持する時代から、英国が独創的なアイデアを提案してEC加盟9 ヵ

国の国際社会における役割を拡大させる時代への過渡期にあったといえる。

おわりに

キャラハン政権期の英国がEC加盟国間の外交政策協力において果たした役割は、同政

権の用いたレトリックと比べると、かなり小さなものとなった。この時期の英国が欧州政

治協力において主導権を発揮した場面は、南アフリカで活動する企業に向けての行動規範

の策定などに限られる。もちろん、1970年代前半から協力が積み重ねられてきたCSCEや

中東といった政策領域においても、他のEC加盟国との最低限度の協調は維持された。し

かし国際環境の変化に応じて、英国が主体的に欧州政治協力の活動領域を広げる場面はほ

とんど見られなかった。

本稿は、こうしたキャラハン政権の言行不一致の背景には主に二つの原因があることを

示してきた。その一つ目は、CSCEや中東和平といった1970年代初頭からEC加盟国間の協

力が積み重ねられてきたアジェンダに関して、英仏の外交路線の相違が拡大したことであ

る。1974年の労働党への政権交代を経て、英国は親イスラエル的になっていた。また1977

年2月にデイヴィッド・オーウェンが外相に就任すると、英国外交の全体で人権規範が重

視されるようになった。こうした点で、英国の立場はフランスの立場から遠ざかり、むし

ろ米国の立場に近づいた。それでも他のEC加盟国との最低限の協調が維持されたのは、

英国の外務官僚たちが欧州政治協力への関与を重視していたためである。

二つ目は、キャラハン政権の外交政策決定過程の混乱である。1970年代の半ば以降、欧

州政治協力で協議される政策領域は拡大し、外務省の各部局は常日頃から他の加盟国の立

場を把握するようになっていた。だがキャラハン政権期の英国外務省では、ボトムアップ

での政策アイデアの集約が機能していなかった。とりわけオーウェンが外相に就任して以

降は、外務官僚たちの進言はことごとく却下されるようになった。そのため、外務官僚た

ちがEC加盟国の政策協調が可能かつ有益だと判断しても、それが実際の政策に反映され

ることは稀だった。

こうした英国の消極的な姿勢は、欧州政治協力が停滞する一因となった。この時期に欧

州政治協力が停滞した原因を、米ソ対立の再燃によってEC加盟9 ヵ国が独自の役割を果

たせる余地が縮小したことに求める研究もある（62）。だがこうした見解が妥当かどうかは疑

問である。むしろ実際には、あたらしい環境に適応するためのアイデアが不足していたの

ではないだろうか。欧州域外世界との多様な関係を有する英国は、本来であればEC加盟

国間の政策協調を推進するうえで大きな貢献をできるはずであった。しかし、実際には英

国がおこなった独自の提案は少なかった。このことは、フランスの欧州政治協力への全般

的な消極性と並んで、1970年代末の欧州政治協力が停滞した最大の原因だといえるだろう。

キャラハン政権の末期になると、英国の外務官僚たちも、欧州政治協力が全体として停

滞していることを感じるようになっていた。1979年2月には政務局長のレジナルド・ヒバ

ートが、マイケル・パリサー（Michael Palliser）事務次官に宛てた覚書のなかで、米国

が欧州政治協力の関心を失っていることを指摘し、その原因は過去２年間にわたって欧州

政治協力が停滞していたためではないかとの見解を示している。そのうえでヒバートは、

欧州政治協力のメカニズムが限界に達しているとの見方を示し、現行の機構を見直す必要

があるとも述べている（63）。

この覚書のコピーは外務省の関係者間で回覧され、オーウェン外相の目に留まった。そ
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の際オーウェンは、次のようにコメントしている。「その通り。それ（政治協力）は天井

に達している。そして私には、屋根を高くすべきいかなる理由も、あるいは英国の国益と

いう観点でのいかなる利点も、まったく見いだせない」と（64）。このコメントからは、オー

ウェンもまた欧州政治協力への関心を失っていたことがうかがえる。

だが1980年代になると、英国の欧州政治協力にふたたび積極的に関与するようになる。

英国外務省では、1979年の春に、ジュリアン・ブラード（Julian Bullard）が政務局長に

就任する。彼は、類まれなる知性を発揮し、事務次官を凌ぐほどの影響力を発揮するよう

になる（65）。その数ヵ月後に、保守党への政権交代を経て外相に就任したキャリントン（Peter 

Carrington）卿は、EC加盟国間の協調を重視する姿勢を示し（66）、外務官僚たちの進言を

進んで受け入れるようになる。彼らの就任によって英国外務省内ではボトムアップでの政

策アイデアの集約が機能し始める。また同時に保守党への政権交代によって、中東政策を

めぐる英仏の外交路線も接近し始める。英国は、在イラン米国大使館員人質事件とソ連の

アフガニスタン侵攻を画期として形成されたあらたな国際環境において、欧州政治協力の

場でさまざまな政策アイデアを提起し、国際社会におけるEC加盟9 ヵ国の活動の幅を拡

大していくことになる。その結果、米国、ソ連、日本といった諸大国は、1980年代に入る

とふたたび9 ヵ国の動向に注意を向けるようになるのである。
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はじめに

近年、イギリス社会の宗教的構成は大きく変容を遂げている。イギリス国家統計局（Office 

for National Statistics, ONS）による2021年国勢調査の結果は、イングランドおよびウェ

ールズにおいて、自身の宗教を「キリスト教」と回答した住民の割合が46.2%（約2750万人）

まで低下し、史上初めて人口の過半数を割り込んだ事実を浮き彫りにした（1）。2011年の

59.3%から大幅な減少であり、イギリスが「ポスト・クリスチャン」社会へと移行したこ

とが示されている。

「無宗教（No religion）」層が25.2%（2011年）から37.2%（2021年）へと拡大し、制度的

宗教からの離脱が加速する中、この世俗化の潮流と対照をなして伸長しているのがイスラ

ームである。ムスリム（2）人口は2011年の4.9%（271万人）から、2021年には6.5%（387万人）

へと拡大し、絶対数にして約116万人の増加を記録した。英国ムスリム評議会（Muslim 

Council of Britain、MCB）の分析によれば、この増加数はイギリス全体の人口増加分の

約33%を占める規模に達している。特筆すべきは、ムスリムの過半数が既にイギリス生ま

れであるという点であり、これは現在のムスリム人口の拡大が、単なる移民の流入による

一時的現象ではなく、イギリス社会内部における構造的な定着であることを示唆している
（3）。

2025年3月の推計においては、イギリス内のムスリム人口は400万人の大台を突破し、総

人口の6%超を占めるに至った。ここで着目すべきは、その年齢構成における圧倒的な「若

さ」である。2021年時点でムスリムの46%が24歳以下であり、全人口における同年齢層の

比率（29%）を大きく凌駕している（4）。この人口統計学的な偏りは、イギリスの労働市場

および市民社会におけるムスリムのプレゼンスが、将来的に不可逆的に拡大していくこと

を強く示唆するものである。

この拡大するムスリム人口の中で、「改宗者（Converts/Reverts）」は数的には少数派

でありながら、質的に極めて重要な意味を持っている。IIFL（Institute for the Impact of 

Faith in Life）が2025年12月に発表した『The Changing Landscape of Faith in Britain』（以

下、IIFL報告書）によれば、イスラームは他宗教からの転換によって「純増（net gain）」

を記録している信仰の一つである。キリスト教への改宗者の大半（73%）が既存の教派間

における水平移動にとどまるのに対し、イスラームへの改宗者の59%は、他宗教あるいは

無宗教からの完全な移行である点が際立っている。加えて、キリスト教からの離脱率が

44%に達する一方で、イスラームからの離脱は極めて限定的であることが実証されている
（5）。

これらのデータは、イギリス社会においてイスラームが、世俗化する主流社会と伝統的

信仰の境界領域において、新たな精神的・社会的磁場として機能していることを示唆する。

改宗者とは、この「境界」を跨ぎ越える越境者であり、イギリス社会が抱える多様性と緊

張関係を一身に体現する結節点に他ならない。本稿は、イギリス社会における「イスラー

ム改宗者」の歴史的系譜と現状について検討を行う。

１．帝国と信仰の相克――
「裏切り」か「忠実な敵」か

イギリスの歴史を紐解くと、イギリス人（Britons）によるイスラームへの改宗という

事象は、「裏切り」として長らく社会において周縁化されてきた。

ナビル・マタールが16 〜 17世紀におけるイギリス人改宗者の存在と、それが当時の社

会に与えた衝撃を明らかにしたように、イギリス社会におけるイスラームへの改宗は決し

て現代特有の現象ではない。ルネサンス期のイギリスにおいて、キリスト教からイスラー

ムへの改宗は「トルコ化（Turning Turk）」と称され、魂の永遠なる破滅のみならず、国

家への反逆を意味するものとして畏怖と嫌悪の対象となった。改宗者は「背教者

（Renegade）」として激しく指弾され、当時の演劇作品においても、秩序を脅かす類型的

な悪役（ストックキャラクター）として頻繁に表象された。その後、オスマン帝国の軍事

的脅威が退潮し、イギリスが帝国としての自信を深めていく過程で、演劇や文学における

ムスリムおよび改宗者の描写は変化を見せる。かつての恐怖の対象は、貿易相手や戦略的

同盟者としての側面を含む、より多義的でニュアンスに富んだ人物像へと変容を遂げてい

ったのである（6）。

18世紀のイギリス東インド会社治下のインドには、後のヴィクトリア朝期に見られるよ

うな厳格な人種的・文化的境界線とは無縁の世界を生きる人々もいた。ウィリアム・ダル

リンプルがその著書『White Mughals』において詳細に論じたように、この時期にインド

へ駐在したイギリス人男性の約3分の1はインド人女性と通婚あるいは同棲関係にあり、現

地の慣習、装束、言語を積極的に受容していた。彼らはムガル帝国の宮廷文化へと深く没

入し、その過程でイスラームへの改宗を選択する者も現れた。ただし、この時代の改宗は、

純粋な神学的確信に基づくというよりは、ムガル貴族との婚姻、政治的同盟の形成、ある

いは現地エリート社会への参入資格としての「文化的パスポート」という側面が色濃かっ

た。しかし、18世紀末～ 19世紀初頭にかけてのチャールズ・コーンウォリス（Charles

Cornwallis）による排他的な行政改革、福音派キリスト教の台頭、本国からの女性の渡来
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などの要因が複合し、状況は一変する。かつての融和的な空間は消失し、白人とインド人

の間には、越えがたい人種的境界線が画定されていくこととなった（7）。

19世紀末から20世紀初頭にかけて、イギリス本国社会において、イスラームへの改宗現

象が顕在化し始めた。この時期の改宗を突き動かした主たる要因は、既存のキリスト教会

の制度疲労に対する幻滅と、イスラーム神学への知的共鳴であった。改宗を選択した者た

ちにとって、「三位一体」や「贖罪」、「原罪」といったキリスト教の中核教義は、不可解

かつ不合理なものとして映った。対照的に、イスラームが掲げる絶対的な唯一神信仰（タ

ウヒード）は、極めて簡明かつ論理的な体系として受容されたのである。また、特権的な

聖職者階級を持たず、神の下での「信徒の平等」や「兄弟愛」を説くイスラームの教えは、

徹底した平等主義（Egalitarianism）を体現するモデルとして評価された。さらに、イス

ラームが提示する厳格な規律は、当時のイギリス社会を蝕んでいたアルコール依存、売春、

賭博といった社会病理を克服するための、実践的な道徳律としても機能した。ジェイミー・

ギルハムが指摘するように、この時期の改宗者は特定の層に限られたものではなく、上流、

中産、労働者の各階級を横断して存在していたことが確認されている（8）。

ヘンリー・スタンリー（Henry Stanley, 3rd Baron Stanley of Alderley、1827~1903）

はイギリス貴族（Peer of the Realm）として初めてムスリムとなった人物とされており、

「ハフィズ（Hafiz）」のムスリム名を用いた。彼は外交官としてコンスタンティノープル（9）

やアテネなどで勤務していた。彼がいつ改宗したのかは判然としない。公的領域において

信仰を秘匿する「隠れムスリム（Crypto-Muslim）」として振る舞っていたスタンリーは、

1859年のアジア周遊中、ムスリムの装束を纏って現地社会に溶け込む姿が報じられ、一種

のスキャンダルとなった。帰国後、彼は改宗報道を否定したものの、弟への書簡には「私

が以前から心の中ではムスリム（Mussulman at heart）だったことは知っているだろう」

と、その内面を吐露している（10）。

1869年の襲爵により貴族院議員となった彼は、帝国内のムスリムの権利擁護や、オスマ

ン帝国の保全を訴える政治活動に精力を傾けた。しかし、その宗教的実践はほぼ個人の内

面に留められ、公然たる布教活動とは一線を画していた。むしろ、「宗教と国家は相互補

完的であるべき」という政治的信念に基づき、彼はイギリス国教会の擁護者として振る舞

い、領内の教会支援も惜しまなかった。そのため、その逝去に際しては「真のキリスト者」

という誤解に基づく追悼報道がされたほどであった（11）。

信仰を内面に秘めたスタンリーとは対照的に、イギリス貴族としての社会的地位をイス

ラームの認知拡大へと戦略的に活用した人物こそが、第5代ヘッドリー男爵（5th Baron

Headley、ムスリム名はSaifur-Rahman Sheikh Rahmatullah Farooq、1855~1935）である。

彼は1913年、58歳の時にイスラームへの改宗を公的に発表した。現職の貴族による入信宣

言はメディアの耳目を集め、ヘッドリー卿自身もその注視を逆手にとる形で、精力的な宣

教活動を展開していった。彼はインド出身の宣教師フワジャ・カマル・ウッディーン

（Khwaja Kamal-ud-Din）と連携し、 ウォーキング（Woking）のモスクを拠点に組織化を

推進、改宗翌年の1914年には英国ムスリム協会（British Muslim Society）の会長に就任

した。彼は就任演説においてイスラームの「適応性（adaptability）」を強調し、イスラー

ムを西洋文化やイギリスの慣習と調和させることに腐心した（12）。初期段階の改宗者に対

し、形式的な厳格さを求めるよりも、教義の美的側面と簡潔な論理性を提示することに重

きを置くその姿勢は、イスラームの「西洋化」とも呼べる実践的アプローチであった（13）。

1923年夏、ヘッドリー卿はカマル・ウッディーンを伴い、ジッダへの訪問を果たした。

一行はヒジャーズ王フサイン（Sharif Hussein）の国賓として迎えられ、メッカ巡礼（ハ

ッジ）を実現させた。しかし、この巡礼は当時の緊迫した国際政治の文脈において、物議

を醸すこととなった。当時、スイスでは第一次世界大戦の最終的な講和を画するローザン

ヌ会議が最終局面を迎えており、7月24日には連合国とアンカラ政府（トルコ大国民議会）

の間で条約が調印された。これは破綻したセーヴル条約に代わる新たな講和枠組みであっ

たが、フサインは同条約が承認するトルコの主権回復や、それによって固定されるアラブ

地域の分割案に対して反対姿勢を示していた。そのため、ヘッドリー卿らの巡礼は政治的

なものではないかとの憶測を呼んだ。イギリスの在ジッダ領事館はヘッドリー卿らがヒジ

ャーズ王国に政治利用される可能性を懸念し、その一挙手一投足をロンドンに報告する事

態となった（14）。

政治的憶測が飛び交う中、ヘッドリー卿自身はこの巡礼についてのタイムズ紙のインタ

ビューに対し、あくまで純粋な宗教的動機に基づくものであると主張し続けた。彼は忠実

なイギリス帝国臣民であることと、良きムスリムであることは両立すると訴えていた。実

際の巡礼についても、現地の酷暑と砂塵に閉口したものの、イスラームの驚くべき同胞愛

に助けられたと述べている（15）。イスラームの服装や文化を模倣せず、西洋人のアイデン

ティティを保持したままでもムスリムとしての義務を果たすことは可能であり、イスラー

ム側もまたそれを許容する。この巡礼は、彼にとって年来の主張を実証するための振る舞

いだったのである。

イギリス中産階級の改宗者を代表する最も重要な人物がウィリアム・ヘンリー・アブド

ゥッラー・クィリアム（William Henry Abdullah Quilliam、1856~1932）である。リヴァ

プールの法曹であった彼は1887年に改宗を公表し、リヴァプール・ムスリム・インスティ

テュート（LMI）を設立した。LMIは単なる礼拝所にとどまらず、図書館、博物館、科学

実験室、講義ホールを擁する複合施設として機能した。クィリアムはここを拠点に、貧困

救済や孤児支援、禁酒運動といった「社会正義」の追求を、イスラーム宣教と不可分なも
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のとして展開した。さらに自前の印刷所から週刊紙『The Crescent』や月刊誌『The 

Islamic World』を刊行し、 世界各地のイスラーム情報を発信すると同時に、反イスラー

ム言説への対抗言論を主導したのである（16）。

クィリアムの活動は社会福祉の領域を超え、国際政治の舞台にも及んだ。1891年、コン

スタンティノープルを訪問したクィリアムはオスマン帝国のアブデュルハミト2世

（Abdülhamid II, 位1876~1909）より「ブリテン諸島のシェイヒュルイスラーム（Sheikh-

ul-Islam of the British Isles）」という、帝国の宗教的権威を帯びた称号を授与された（17）。

この権威を背景に、彼は1896年のスーダン・マフディー運動に対する英国の軍事介入を批

判するファトワ（法的見解）を発出するなど、国策に異を唱える行動に出た（18）。こうし

た越境的な政治活動は社会の強い反発を招き、LMIは度重なる投石や嫌がらせの標的とな

った。

1907年、オスマン帝国がイギリス外務省に対し、クィリアムをリヴァプールのオスマン

帝国総領事とする「認可（exequatur）」を求めてきた一件は、イギリス政府に衝撃を与え

た。調査の結果、当局の承認を得ぬままクィリアムがペルシャ副領事を、その息子がオス

マン帝国総領事を自称した活動の実態が露見したためである（19）。当然ながら認可は下り

ず、当局の不信感は決定的なものとなった。翌1908年、離婚訴訟に絡む証拠捏造の疑いで

逮捕の危機に瀕したクィリアムは、オスマン帝国への亡命を余儀なくされ、指導者を失っ

たLMIは急速な瓦解を迎えた。後に彼はアンリ・マルセル・レオン（Henri Marcel Léon）

と名乗り帰国し、東洋学者として活動を再開するが、1932年に没するまで、かつてのクィ

リアムとしての正体を公にすることはなかった。

クィリアムが主宰したLMIは、リヴァプールの労働者階級にとって、単なる祈りの場を

超えた精神的避難所として機能した。彼らをイスラームへと強く惹きつけた要因の一つは、

ヴィクトリア朝の労働者層を蝕んでいたアルコール中毒という社会病理である。イスラー

ムが課す厳格な禁酒律は、アルコールによる道徳的退廃から脱却し、自己規律による更生

を希求する人々に対し、実践的な救済の道筋を提示するものであった。また、既存の教会

制度との対比も決定的な要因となった。当時のイギリス国教会は厳格な階級意識に支配さ

れており、教会内の座席すら貧富の差によって区分されることが珍しくなかった。これに

対し、LMIをはじめとするイスラーム共同体は、人種や社会的地位による差別を否定した

「同胞愛（fraternity）」を強調した。この徹底した平等主義の実践こそが、既存の社会階

層に疎外感を抱く労働者階級の共鳴を呼んだのである。

この時期の労働者階級における改宗現象で特筆すべきは、リヴァプールやウェールズの

カーディフといった主要港湾都市に出現した女性たちの存在である。帝国海運の要衝であ

るこれらの都市には、インドやアラブ諸地域からの船員（ラスカーなど）が多数滞在して

おり、彼らの一部は現地のイギリス人女性と通婚し、定住を選択した。こうした異文化間

の婚姻に際し、女性側がイスラームへ入信する「婚姻改宗」の事例が数多く見られたので

ある。改宗した女性たちは、単に信仰を受け入れたのみならず、異邦人である夫と地域社

会を媒介する、極めて重要な「文化的仲介者」としての役割を果たすこととなった（20）。

第一次世界大戦の勃発は、イギリスのイスラーム改宗者たちに深刻な忠誠の葛藤をもた

らした。オスマン帝国が祖国の敵国となったためである。当時のイギリス人改宗者たちに

とって、オスマン帝国とは単なる「かつての友好国」以上の意味を持っていた。その君主

は、スンナ派世界の最高権威である「カリフ」を兼ねる存在であり、オスマン帝国は全ム

スリムの共同体であるウンマを象徴する最後の砦であった。とりわけ、キリスト教社会の

中で孤立しがちな改宗者にとって、カリフを擁する独立したイスラーム帝国の存在は、自

らの信仰アイデンティティを保証する精神的な寄る辺として機能していたのである。

この困難な時代にあって、公然とオスマン帝国擁護の論陣を張ったのが、後にイギリス

人ムスリムとして初のクルアーン英訳を世に送り出すことになる、マーマデューク・ピッ

クトール（Marmaduke Pickthall, 1875~1936）であった。彼は「伝統的な同盟国であるト

ルコを見捨て、帝政ロシアと協調することこそが、英国の長期的国益と名誉を毀損する」

という、逆説的な愛国心に基づき政府の方針を批判した。軍務に就く際も、信仰上の同胞

であるオスマン兵との直接戦闘を避ける形での配置を求めたとされる。こうしたピックト

ールの複雑な立ち位置を、政治家オーブリー・ハーバート（Aubrey Herbert, 1880~1923）

は「英国の最も忠実な敵（England's most loyal enemy）」と形容した。この逆説的なフレ

ーズは、後にアン・フレマントルによる伝記の表題として採用され、さらにギルハムによ

って、当時のイギリス人改宗者が直面した「国家的忠誠」と「宗教的忠誠」の間のジレン

マを象徴する概念として再定義された（21）。イスラームへの改宗とは、単なる私的な信仰

告白の領域を超え、時に国家への反逆と見なされかねない、極めて政治的なリスクを孕ん

だ行為だったのである。

２．対抗文化としてのイスラームへの改宗

20世紀前半を覆った二度の世界大戦という凄惨な経験は、多くのイギリス人のキリスト

教や西洋文明に対する信頼を揺るがし、イスラーム改宗に向かわせる要因となった。第二

次世界大戦後になると、西洋的な物質主義に対する幻滅を受けた精神的なオルタナティブ

を求めるカウンターカルチャー運動と、イスラームへの改宗が深く結びついていく。

1960年代から70年代にかけ、若者たちの関心はイスラームの神秘主義的側面、すなわち
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スーフィズムへと急激に傾斜した。ドラッグカルチャーやヒッピー運動の奔放さに倦んだ

魂が、より強靭な規律と精神的階梯を求めてイスラームへと漂着したのである。その象徴

的中心人物が、スコットランド出身の劇作家・俳優イアン・ダラス（Ian Dallas、ムスリ

ム名：Shaykh Abdal-Qadir as-Sufi、1930~2021）である。1967年にモロッコで入信した彼は、

ロンドンやノリッジに一種のコミューンを形成し、「ムラービトゥーン運動（Murabitun

World Movement）」を組織した（22）。

彼らのアプローチは、単なる内面的な宗教的実践の枠を超え、西洋近代文明への根本的

な批判を含んでいた。具体的には、反資本主義の立場から、利子（リバー）に基づく銀行

システムを全面的に拒絶し、その代替としてイスラーム固有の貨幣である「ゴールド・デ

ィナール」の復権を提唱した。さらに、近代的な労働市場に対抗する形で、伝統的な職能

組合（ギルド）の再興を掲げるなど、極めて急進的な政治経済思想を展開したのである（23）。

イアン・ダラスの著書『The Book of Strangers』（1972）は、真理を求める者の精神的

遍歴を描いた寓意小説として、同時代のカウンターカルチャー世代に多大な影響を与えた
（24）。この潮流は、当時のイギリスにおける芸術的・文化的アヴァンギャルドとも密接に

共鳴していた。キャット・スティーブンス（後のユスフ・イスラム）やリチャード・トン

プソンといった著名なミュージシャンの改宗に象徴されるように、イスラームは当時の対

抗文化エリートたちが到達した、精神的な「出口」あるいは「解答」として見出されてい

たのである。

この時期のイギリス人の改宗者たちと、同時期に急増していた南アジア系移民コミュニ

ティの間には、社会的な交流の欠如のみならず、明確な思想的断絶が横たわっていた。改

宗者たちは、移民たちが持ち込んだ「エスニックな慣習と習合したイスラーム」を「堕落

したイスラーム」と捉え、古典的なアラビア語文献の直接的な伝承に重きを置く「純粋な

イスラーム」を志向する傾向があった。彼らの活動の根底には、堕落した現状からのイス

ラームの復興は西洋人改宗者の内から起こるという信念が存在したのである（25）。

1990年代に入ると、「純粋なイスラーム」を希求する潮流はさらなる加速を見せた。親

世代が保持していたエスニックな慣習的イスラームと訣別し、教義的な正統性を模索する

移民二世の若者たちと、西洋人改宗者たちが、サラフィー主義（Salafism）という一点に

おいて共鳴し、合流を果たしたのである。その象徴的事例が、カリブ系黒人の改宗者によ

って運営されていたブリクストン・モスク（Brixton Mosque）である。同モスクは1993年、

サラフィー主義に基づく指導体制へと移行し、自らを「リバート（revert）」のためのモ

スクと位置づけるようになった（26）。

しかし、90年代後半になると、サラフィー主義運動内部の争いや過激化への懸念から、

多くの改宗者が運動を離脱する「サラフィー・バーンアウト（Salafi Burnout）」と呼ばれ

る現象が顕在化した。とりわけ2001年のアメリカ同時多発テロ事件は決定的な転換点とな

った。「テロとの戦い」が叫ばれる中、改宗者たちの多くは政治的イスラームやジハード

主義と明確に距離を置くようになり、その代替として、スーフィズムや古典法学の伝統的

解釈を重視するネオ・トラディショナリズム（Neo-traditionalism）が、改宗者の新たな

受け皿として台頭した。

この潮流の変化に戦略的価値を見出したのがイギリス政府である。対テロリズム政策

「Prevent（予防）」戦略の一環として、政府はネオ・トラディショナリズムを掲げる諸団

体を「穏健なイスラーム」のパートナーとして認定し、公的な支援を与えた（27）。

安全保障上の脅威としてイスラームが監視対象となる「安全保障化（securitization）」

が進行する状況下で、改宗者たちは、西洋社会との親和性や、時には政府権力との接近を

あえて可視化することで、自らの「無害性」と「穏健性」を証明するという、政治的パフ

ォーマンスを強いられることとなったのである。

３．2020年代の現状と課題

先述のとおり、現代イギリスにおいてイスラームは改宗による人口の純増を実現してい

る。特筆すべきは、現存する改宗者の59％が過去10年以内の入信者によって占められてい

るという事実である。このデータは、改宗という動向が過去のものではなく、現在進行形

で加速しつつある現象であることを強く示唆している。では、なぜ「今」、彼らはイスラ

ームを選択するのか。2025年12月のIIFL報告書の結果に基づき、検討していく（28）。

改宗の動機として最多（41％）を占めたのは、「意味、目的、あるいは道徳的明晰さの

感覚（A sense of meaning, purpose, or moral clarity）」への渇望であった。ここで注目す

べき逆説は、現代の改宗者が抽象的な霊性よりも、具体的な「宗教的儀礼・実践」を重視

する傾向にある点である。つまり、一日五回の礼拝、断食、食事規定といった身体的・実

践的な規律は入信の障壁とはならず、むしろ日々の生活に秩序と意味を与える構造的枠組

みとして、肯定的に受容されている。伝統的な規範やコミュニティの紐帯が溶解し、相対

主義的な価値観が支配的な社会において、イスラームが提示する強固な道徳体系は、実存

的な確実性を求める人々に対し、揺るぎない精神的基盤を提供しているのである。

もう一つ特筆すべき傾向として、国際情勢に対する意識と改宗現象の間に、有意な相関

関係が見られる点が挙げられる。他宗教の信徒と比較して、イスラームへの改宗者は国際

紛争や構造的な社会的不正義に対して極めて高い感応度を示している。信仰の旅路におい

て影響を与えたライフイベントとして「戦争などのグローバルな出来事（Global events 
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such as war）」を挙げたイスラーム改宗者の割合は20%であった。これはキリスト教（9%）

の2倍以上である。「世界がますます不公平になっていると感じる」と回答した割合は

51%、「戦争や不正義に個人的に影響を受けている」と感じる割合は43%であり、いずれ

も他宗教より高い。

IIFL報告書は、この傾向が近年のパレスチナ・ガザ紛争などの中東情勢と深く連動し

ている可能性を示唆する。すなわち、現代におけるイスラームへの改宗は、単なる内面的

な宗教的探求にとどまらず、抑圧された人々への連帯表明や、西側諸国の外交政策に対す

る異議申し立てとしての「政治的改宗」の側面を帯びているのである。

また、TikTok等のソーシャルメディアを通じて拡散される、極限の苦難の中でのムス

リムの忍耐強さや信仰態度は、デジタル・ネイティブ世代の倫理的共感を喚起し、新たな

若年層の改宗の波を形成する触媒として機能している。

一方で、改宗後の精神的・感情的な結果に関するデータは、イスラームへの改宗が持つ

コストとベネフィットの複雑な関係を浮き彫りにしている。イスラームへの改宗者におい

て「精神的・感情的な健康」が改善したと回答した割合は29%にとどまり、全カテゴリー

中で比較的低い水準にある。さらに、イスラームを離脱した人々の方が、参入した人々よ

りも高い感情的健康の改善（43%）を報告しているという、一見して逆説的なデータも存

在する。

なぜ、イスラームへの改宗は、感情的な幸福感の向上に直結しにくいのか。IIFL報告

書は、これが改宗に伴う「社会的コスト」に起因する可能性を示唆している。イスラーム

への改宗者の14%が、改宗に際して家族や友人からの反対に直面したと回答している。世

俗的またはキリスト教的環境においてイスラームを選択することへの社会的摩擦の大きさ

が、個人の精神的負担となっている実態が浮き彫りとなっている。

しかし、ここで看過してはならないのは、「より強い目的意識（A stronger sense of 

purpose）」を感じると回答した割合が、43%に達している事実である。すなわち、改宗者

たちは、短期的な感情的安らぎや社会的平穏を犠牲にしてでも、より強固な規律と実存的

な「意義」を選択していると言えるのである。

個人の精神的葛藤に加え、MCＢの分析からは、イギリスのイスラーム・コミュニティ

を取り巻く厳しい社会的・経済的状況も浮かび上がってくる。2021年時点で、イングラン

ドのムスリム人口の40%は剥奪度（deprivation）の高い、すなわち貧困度の高い上位20%

の自治体に居住している。この比率は2011年の39.38％から依然として高水準で推移して

おり、当該地域に居住するムスリムの絶対数が約48万2000人増加していることに鑑みれば、

貧困の構造的な固定化は深刻である(29)。とりわけ改宗者は、入信に伴い家族からの経済

的支援ネットワークやセーフティネットを喪失するケースが多く、若年層や母子世帯は貧

困地域での生活や社会的賃貸住宅への依存を余儀なくされやすい脆弱な立場にある。さら

に労働市場においては、ムスリム属性が雇用機会の喪失に直結する「ムスリム・ペナルテ

ィ」の存在や、上級管理職への登用を阻む「ガラスの天井」も確認されており、改宗者は

複合的かつ重層的な社会的障壁に直面しているのが実情である。

最後に、イギリスのムスリマ、特に改宗者にとって深刻な法的落とし穴となっている、

結婚の法的地位の問題について検討する。イギリスの現行法において、認可された登録建

物で民事手続きを経ずに、宗教的儀式（ニカー）のみを執り行った場合、その婚姻関係は

法的に承認されない。推計によれば、イギリス内のムスリマの60%以上が、この法的に有

効な結婚登録を欠いた状態にあるとされる。この問題が致命的となるのは、イギリスの控

訴院が2020年に下した判決において、要件を満たさないニカーを、法的救済の余地がある

「無効婚（void marriage）」ではなく、そもそも法的に結婚の事実が存在しなかったとす

る「非婚（non-marriage）」と認定した点にある。これにより、離婚時の財産分与や扶養

料請求権、あるいは死別時の相続権や遺族年金受給権といった法的保護の対象から排除さ

れる事態が生じている。特に改宗者は、シャリーアの厳格な遵守を志向するあまり、イマ

ームによるニカーのみで「神の前の結婚」は完結したと認識し、民事手続きを軽視する傾

向がある。あるいは、配偶者から「民事婚は不要」と説得、もしくは強要された結果とし

て、事実上の多妻婚や夫による一方的な離婚（タラーク）に際して、何ら法的救済を得ら

れず、極度の経済的困窮に陥るリスクに晒されているのである（30）。

こ の 法 的 空 白 に 対 処 す べ く、 イ ギ リ ス 法 務 省 は2025年10月、 法 務 委 員 会（Law 

Commission）の勧告に基づき、19世紀以来となる抜本的な結婚法改革の方針を打ち出した。

新制度案の核心は、結婚の規制対象を従来の「登録された建物（場所中心型 / buildings-

based）」から、「認可された司式者（司式者中心型 / officiant-based）」へと移行させる点

にある。これにより、政府認可を受けたイマームや司式者が執り行うのであれば、自宅や

屋外、未登録のモスクといった場所を問わず、宗教的儀式と同時に民事上の法的効力を持

つ結婚を成立させることが可能となる。この改革が実現すれば、イスラーム式のニカーと

民事手続きの乖離が解消され、「未登録結婚」の問題は抜本的に是正されることが期待さ

れる。政府は2026年中にパブリックコメントを実施する予定であるが、国家による司式者

登録制度を保守的な宗教指導者がどこまで受容するか、またコミュニティ内での周知徹底

が図られるかなど、実効性の確保には依然として課題が残されている（31）。
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おわりに

本稿では、イギリス社会におけるイスラーム改宗者の系譜と現在地について、歴史的変

遷と最新の統計・法制度の動向を基軸に検討を加えてきた。16 〜 17世紀における「トル

コ化」への根源的恐怖から、19世紀末のクィリアムやヘッドリー卿らによる帝国臣民とし

てのアイデンティティ模索、戦後のカウンターカルチャー運動との共鳴、そして現代のネ

オ・トラディショナリズムへの回帰に至るまで、改宗者という存在は単なる「個人的な信

仰の変遷者」という枠にとどまらない。改宗者は常に、イギリス社会が自明視してきた「西

洋」と「イスラーム」、「世俗」と「宗教」という境界線を可視化し、揺さぶり、再定義を

迫る触媒としての役割を果たし続けてきたのである。

かつてヴィクトリア朝の改宗者たちが、「忠実な帝国臣民でありながら敬虔なムスリム

である」という在り方を提示し、当時の支配的な文明観に異を唱えたように、現代の改宗

者たちもまた、世俗化が進む社会において「信仰による規律」を選択することで、主流社

会の価値観に対する静かな、しかし確固たる異議申し立てを行っている。

IIFL報告書が示すように、改宗者の多くは流動化する社会の中で人生の意味や道徳的

確実性を求めてイスラームへと引き寄せられている。他方で、その決断は家族・社会との

軋轢や改宗後の心理的負担を伴い、個人の内面に大きな試練を課している。さらに、現代

の改宗現象はグローバルな不正義への連帯という政治性を帯びており、単なる信仰上の選

択を超え、イギリス社会、ひいては国際社会における「正義」の在り方そのものに対し、

問いを投げかけている。

こうした「越境者」たちの実像に対し、制度側もまた変容を迫られている。2025年に発

表された結婚法改革案における「場所」から「人（司式者）」への規制原理の転換は、イ

ギリス法体系がムスリムの宗教的実践を「非婚」として排除するのではなく、市民的秩序

の中に包摂しようとする歴史的な転換点と評しうる。これは、イスラームがもはや外来の

異物ではなく、イギリス社会の法的・制度的枠組みの中で扱われるべき構成要素となった

現実を、国家が追認したことに他ならない。この動きは、長らく改宗者たちが直面してき

た構造的な脆弱性を是正する可能性を秘めている。

結論として、イギリスにおけるイスラーム改宗者は、社会の周縁に漂うマイノリティで

はなく、イギリス社会が抱える「世俗と宗教」「伝統と多文化」「統合と分断」という根源

的な難問を映し出す鏡であると言える。その存在は、イスラームを外来の異質なものとし

てではなく、イギリスという土壌に根付き、その文化を変容させうる内的な構成要素とし

て再考することを、我々に促しているのである。
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１．はじめに

シャフトゥイはロシア南部ロストフ州に位置し、ウクライナ・ドネツク州の東に隣接す

る炭鉱都市である。1928年3月、このシャフトゥイの炭鉱でサボタージュを行ったとして、

炭鉱夫や技師が逮捕される事件が発生した。これが「シャフトゥイ事件」と呼ばれるもの

である。実際のところ、事実関係が大きく誇張、あるいは捏造されていた可能性が高く、

1930 年代の大粛清に代表されるスターリン体制下の“見せしめ裁判”（Show trial）の最初

期のものであるとされる。しかし、この事件は1920年代後半のソ連の国内情勢を反映した

ものであり、結果として外交にも影響を及ぼすこととなった。技術者や専門家を「反革命

分子」と位置付け、国家経済の混乱を資本主義諸国による反ソ陰謀と結び付ける論理が用

いられたこの事件は、単なる司法事件の域を超えて、国内政治の方向性と対外政策に転換

をもたらしたと言える。本稿では、シャフトゥイ事件の政治的背景に焦点を当てるととも

に、ソ連外交との連関を検討する。

この事件に関する先行研究としては、フィッツパトリックによる、本事件を文化革命の

始点と見なす研究（1）や、コトキンの計画経済への移行の象徴とする視点を提示する研究（2）

などがある。本研究の目的は、シャフトゥイ事件を単なる国内における反体制派の摘発の

文脈で捉えるのではなく、「外交方針を垣間見ることのできる一事例」と位置付けること

にある。この事件における外交の展開を分析すると、スターリンらは資本主義諸国との対

決を心の底から企図していたとは言えず、むしろ対外的な配慮を見せることで、国際的な

緊張関係を生み出さないことを志向していた痕跡を見つけることができる。

２．事件に至るまでのソ連の情勢

シャフトゥイ事件発生前のソ連情勢は、国内外において混乱を伴ったものであったと

言える。国内情勢で特筆すべきなのは、スターリン（Iosif Stalin）による権力掌握が完成

間近である中、経済政策の転換を迫られていたことである。また、外交においてはイギリ

スによる対ソ断交が行われていたことが注目に値する。

1922 年に共産党書記長に任命されたスターリンは、1924 年のレーニンの死後、世界革

命論を唱えるトロツキー（Leon Trotsky）と対立したが、ボリシェヴィキの中でも古参

であったジノヴィエフ（Grigory Zinoviev）とブハーリン（Nikolai Bukharin）の両者と

協力し、これを失脚させた。そして書記長の権限でもって党内をスターリン派で固めるこ

とに邁進し、その権力伸張に危惧を覚えたジノヴィエフはトロツキー派と組むことで対抗

しようとしたが、1926 年にはコミンテルン議長職を解任され、党からの除名処分を受けた。

さらに、スターリンは1919 年からソ連の最高指導機関であるソ連共産党政治局において

議決権を持つ政治局員を務めていた。そのため、スターリン体制の正式な確立がいつであ

ったのかについては議論が分かれるものの、シャフトゥイ事件が発生した1928年の時点で

は、敵対者の大部分を排除した上で、政策決定にも関与できる地位にあったことは確実と

言えるだろう。

また、当該期のソ連の経済政策は転換を迫られていた。ソ連においてはネップ（New 

Economic Policy）が1921年から実施されていた。ネップは穀物を国家に収めた後、手元

に残った分を販売することと、小企業の私的営業の自由を認めるものであり、内戦期の強

制穀物徴収や、企業の国有化によって発生した各地の反乱や経済の崩壊を鎮めるために制

定された政策であった（3）。状況の改善に役立ったこともあって、当初は広く歓迎された

ネップであったが、正式な経済政策というよりも差し当たっての問題を解決するための一

時策という面が強かった。従って、穀物売買によって大きな利益を上げるネップマンの出

現は社会主義体制下における大問題となっていった。また、後述の対外関係の緊張は「ウ

ォー・スケアー」を生み出すことにつながり、それが農村の穀物供出量の減少と都市部の

食糧事情の逼迫による穀物調達危機をもたらすことになった（4）。このために、ソ連指導

部は新たな経済政策の策定に迫られたのである（5）。

穀物調達危機には、ネップを推進する勢力に対して、強硬な工業化手段が必要であるこ

とを認識させるためのスターリンの計略があったとの分析（6）もあるが、何にせよスター

リンら指導部は、ネップによる農業を重視する姿勢ではなく、重工業を振興させる必要性

を痛感したため、第一次5カ年計画の立案・実行に動き出すこととなった。指導部はゴス

プラン（国家計画委員会、Госплан）に命じて経済計画を作成させ、ゴスプランは「基

礎案」と「最適案」の2案を提出したのであるが、最終的には後者が採択された（7）。ここ

で注目すべきなのは、ゴスプランが付言した、「最適案」の実施時に考慮すべき4条件であ

る。4条件の内2点には、「国際経済関係が順調であること」並びに「国防費の負担が過度

に大きくならないこと」という文言が含まれていた（8）。この点から、内政を整えるため

には外交に気を遣う必要があると、少なくとも政策立案のレベルでは認識されていたと言

えるだろう。

また、同時期にはイギリスによる対ソ断交が行われた。ロシア革命直後は、干渉戦争に

端を発する両国の緊張関係によって、国交が開かれない状態が続いていたが、1924年1月

の総選挙において英国憲政史上初の左派政権であるマクドナルド（Ramsay MacDonald）

労働党政権が成立して、ようやく国交樹立と相成った（9）。しかし、同年 10 月にジノヴィ
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エフ書簡事件が発生した。これは 10 月 9 日の下院解散後の選挙の最中に、コミンテルン

議長ジノヴィエフからイギリス共産党に宛てた 9 月 14 日付の書簡をイギリス外務省が公

表したものであり、そこにはイギリス内部へ共産主義を浸透させる旨が記載されていた（10）

ため、英世論の激烈な反発を招いたのであった。火種が燻り続ける中、1927年5月12日に

在ロンドンのロシア通商会社である「アルコス」（All Russian Co-operative Society）が

突如イギリス官憲の手入れを受けるという事件が発生した。ソ連側の抗議（11）は聞き入れ

られず、イギリスは5月24日にアルコスで押収された資料をもとに対ソ断交を宣言し、そ

の3日後の27日には正式に国交が破棄された（12）。

このように、シャフトゥイ事件発生に至るまでに、ソ連は国内外での混乱を経験してい

た。その中で、スターリンらは国内の経済停滞の原因を外国勢力による陰謀に帰せしめる

ようになったのである。

３．シャフトゥイ事件の概要と外交の展開

　1928年3月7日、OGPU（合同国家政治保安部）はシャフトゥイの炭鉱に勤める技師や

炭鉱夫53名を逮捕し、彼らが資本家や外国勢力の手先となって反革命的陰謀に基づくサボ

タージュを行ったとして告発した。スターリンがこの事件へどの程度関与していたのかは

明確ではないものの、後に述べるように、事件発生前後には各種報告を受けていたことや、

他の政治局員に対して事態をいかに対処すべきかについて報告を行っている点（13）などか

ら、何らかの関与を行っていたことは確かである。

国内外の苦境の原因が反ソ陰謀にあるとの認識の下、すでに3月7日以前から政治局では

現状の報告や対応の方向性が議論されていた。3月2日にはOGPUの長官であったゲンリフ・

ヤゴーダ（Genrikh Yagoda）がスターリンに報告を行い、専門家や外国人技師によって

炭鉱の操業が支障をきたしており、意図的に怠業が行われている旨を説明した（14）。また、

5日付の政治局会議の決定事項には、スターリンを含む特別委員会を設置して、その委員

会にOGPUと裁判機関を監督させることも含まれていた（15）。

そして、この事件はドイツとの間の外交問題に発展することとなった。逮捕者の中には、

ドイツ企業であるA.E.G社やクナップ社所属のドイツ人技師が5人含まれていたためであ

る（16）。先の3月5日付の政治局会議の決定事項には、関与したドイツ人を逮捕するものの、

その際にはA.E.G社に対して、本件は同社そのものではなく、あくまでも所属する技師個

人の問題であると説明し、本件を外務人民委員部（17）と合意の上で処理することが含まれ

ていた（18）。それに従って、当時外務人民委員（19） であったチチェーリン（Georgii 

Chicherin）はソ連駐在ドイツ大使のブルックドルフ・ランツァウ（Ulrich Graf von 

Brockdorff-Rantzau）と6日に会談を行い、政治局会議の決定通りに、ドイツ人技師が逮

捕される旨を説明し、ランツァウも一定の理解を示すに至った（20）。ランツァウは 1922 

年から駐ソ大使を務め、相互中立を定めるベルリン条約の締結に尽力するなど、ソ連を良

く知る人物であった。そのために、彼はチチェーリンの説明にある程度理解を示したので

ある。その後には両者共同でこの事件に対応し、どうにか2人の技師の解放には成功した。

5月18日には残りの3人の裁判が行われ、ドイツ人技師たちは法廷に立つことになった。し

かし、その罪状には証拠が乏しく、主に贈収賄や技術不良に関する告発が中心であり、裁

判終盤においてソ連側は、ドイツとの外交関係を重視し、2人を無罪、1人に執行猶予付き

判決を下した（21）。

事態は穏便に終わったように見えたものの、ドイツ側の反応はソ連への疑念に満ちてお

り、特に当時のドイツ外相であったシュトレーゼマン（Gustav Stresemann）はソ連との

交渉の中で、今後の独ソ間の通商関係について「ドイツの経済界にソ連との貿易を継続す

るよう説得するのはかなり難しいだろう（22）」と強調するなど、最終的にこの事件は両国

の関係に傷を残すこととなった。また、シャフトゥイ事件の同年 9 月 8 日に、過労のた

めかランツァウが急死するという事態が生じ（23）、一方で独ソ関係の安定に腐心していた

外務人民委員チチェーリンは、病のために海外での療養を余儀なくされ、外交の第一線か

ら退きつつあった。こうした点から見ると、シャフトゥイ事件を境に、ラパロ条約以降築

かれていた安定的な独ソ関係の変化が生じるようになったとも言えるだろう。

ソ連国内から見てみると、この事件は前述の党内における権力闘争を反映したものであ

り、ネップ政策の推進者たちによる「ブルジョア専門家」との協調に対する警告の意味が

込められている（24）。つまり、あくまでもスターリンら指導層が反対派に対する攻撃キャ

ンペーンの一環として行おうとしていたものであって、外交問題につなげる意図はなかっ

たと言える。3月7日の逮捕に至るまで、政治局内でも議論が交わされたことは既に述べた

が、先の5日付の政治局の決定事項におけるA.E.G社への対応については、外務人民委員

部との合意によって事態を進めていくことが含まれており、さらには既に逮捕されていた

ヴィッカース社（25）のイギリス人技師を釈放することも付言されていた（26）。ここからは、

スターリンら政治局メンバーが国際問題への発展を回避する意図を有していたと判断で

き、この事件に対応するにあたって、奥向きの党内の権力闘争については政治局の領分で

あるが、外交交渉やその実務に関しては、外務人民委員部にも裁量を認めていたと言える。

加えて、ベルリンに派遣されていた外務人民委員代理（27）リトヴィノフ（Maxim 

Litvinov）は、3月12日にスターリンとチチェーリンに対して極秘電報を送信した。その

内容は、ソ連においてドイツ人技師が逮捕されたことが報じられたために、ドイツでは騒
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動が起こっており、特に産業界では非常に強い憤りが見られると情勢を報告した上で、ア

メリカの産業界との関係にも極めて深刻な影響が生じる可能性があると警告するものであ

った。また、逮捕された5人のドイツ人が有罪であるか無罪であるかを速やかに審議し、

彼らに対して不利な証言を行ったと見なされるロシア人も尋問できる委員会を設置するこ

とと、尋問に際しては、外務人民委員部の代表者が立ち会える保証を付けることを提案し

た（28）。

これらの内容からは、少なくとも外務人民委員部内では、この事件が外交関係に及ぼす

影響を最小限に留めようという意図が存在していたこと、そしてそれをスターリンら指導

部に提言することができる体制があったことを示している。そのスターリンにとっても、

第一次5カ年計画を実行するにあたり、ゴスプランの示した条件などをある程度踏まえる

必要性を認識していたことも十分に想定しうる。こうしたことから、当時のソ連外交では、

対外的な緊張関係を踏まえた上で、対決よりも妥協が選択されていたことが理解できるだ

ろう。

４．おわりに

　戦間期のソ連外交は、英仏といった資本主義諸国との敵対によって規定されていたと

論じる向きもある。しかし、シャフトゥイ事件での対応からも分かる通り、当時の外交は

対決のみを志向していたわけではなかった。

スターリンは1928年7月に、ソ連共産党中央委員会7月総会の結果をレニングラード組織

活動家会議において報告したが、その中でスターリンは、資本主義諸国による国際連盟や

軍備縮小の試みが「帝国主義的平和主義」であり、「戦争準備（中略）を平和についての

偽善的な文句でおおいかくす道具（29）」であると、厳しい口調で非難している。しかし、

こうした過激なレトリックは、必ずしも実利を求める外交方針と合致するものではなかっ

た。また、本事件にはスターリンが権力基盤を固めるために、反対勢力を弾圧する意図が

介在していたことは確かであろうが、そこに外交的な配慮が存在していたことは、彼の現

実主義的な思考を示しているとも言えよう。そのように考えれば、この事件は、パラノイ

ア的に行われたようにも見える、1930年代の大粛清とは別の力学が働いた結果生じたもの

であったと評価することもできるだろう。

いずれにしても、このシャフトゥイ事件は、国内情勢の変動と外交の連関を見て取るこ

とができる一例として見ることができるだろう。もっとも、当該期の党・国家体制の複雑

さは、スターリンや政治局の詳しい動向や、外交交渉の流れをより詳しく分析することを

求める。従って、詳細はまた稿を改めて論じることにしたい。
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と フ ロ ー が、 経 済・ 政 治・ 文 化・ 環 境 の 面 で 存 在 す る こ と を 特 徴 と す る よ う な

社
● ● ● ● ●

会的状態」を指す［スティーガー 2010: 10］。これを踏まえて、本稿はプロセス（過程）

としてのグローバル化を、「社会的状態をグローバリティの状態へと変容させる〔…〕

一
● ● ● ● ● ● ● ●

連の社会的過程」と定義する（3）［スティーガー 2010: 11］。また、イズム（主義）であ

るグローバリズムについては、状態としてのグローバリティを理想と考える思想的立場と

定義したい。

２．メディア──国境を越える情報

今日の解放党は、ウェブサイト等のサイバー空間において活発にメディア活動を展開し

ている（4）。いうまでもなく多くの組織において、いかにして自らのメッセージを人々に

伝達するかは関心事であるが、解放党にとっては以下の理由のために、サイバー空間での

活動は特に重要であると考えられる。

第1に、言論活動が彼らの活動の主軸であるからである。自らを「政党」と定義する解

放党は、新たなイスラーム国家（カリフ制国家）の建国を目指しているが、それは暴力で

はなく言論によって実現すべきとされている（5）［Manhaj Ḥizb al-Taḥrīr fī al-Taghyīr 2009: 

46］。それゆえ解放党の活動において、メディアを活用した言論による「宣教（da‘wa）」

は重要な意義を有する。第2に、サイバー空間における規制は物理空間と比較して弱いか

らである。解放党はイスラーム的な観点から既存の国家の正統性を否定しており、その言

説はとりわけイスラーム世界の政府にとって脅威となり得るものである。それゆえ、解放

党はこれまで、権威主義国家を中心に弾圧や規制を受ける傾向にあった。しかし、サイバ

ー空間における規制は物理空間と比較して相
● ● ● ●

対的に弱いために、解放党が活動を継続する

上で不可欠なツールとなっている（6）。第3に、サイバー空間は国境を越えるからである。

後述のようにナショナリズムを否定し、それに代わるものとしてウンマの紐帯を強調する

解放党にとって、国境を越えるメディアが果たす役割は大きい。

例えば、解放党中央広報事務所（Ḥizb al-Taḥrīr al-Maktab al-I‘lāmī al-Markazī / Hizb ut 

Tahrir Central Media Office）のウェブサイトにアクセスしたとする［Ḥizb al-Taḥrīr al-

Maktab al-I‘lāmī al-Markazī n.d.a.］。このサイトは、英語、アラビア語、ウルドゥー語、

スワヒリ語など、9つの言語に対応している。トップページにはパレスチナ、バングラデ

シュ、ヨルダン、シリア、アメリカ、デンマーク、スーダンといった各地の出来事に関す

る最新記事のヘッドラインが並んでおり、利用者は国境を越えて世界中のムスリム同胞が

置かれた状況を目にする。それらの記事の多くは、イスラーム諸国の政府や、アメリカを

１．はじめに

本稿は、グローバル化が多面的に進行する現代において、イスラーム主義はいかに位置

づけられるか、という問いに答えるものである。具体的には、イスラーム主義組織「解放

党（Ḥizb al-Taḥrīr / Hizb ut-Tahrir）」を事例に、彼らとグローバル化やグローバリズムの

関係性を多角的に検討する。

先行研究は解放党をグローバル化やグローバリズムの観点から論じてきたが［De 

Cordier 2013; Iqbal and Zulkifli 2016; 山岡 2025］、それらには共通する課題がある。すな

わち、グローバル化やグローバリズム（そもそも両者は異なる概念である）は多様な形で

発現するにもかかわらず、先行研究は個別の概念や事象との間の具体的な関係性を多角的

に考察してこなかった。例えばIqbal and Zulkifli［2016］は、解放党の地理的な広がりや、

インターネットなどのメディアの利用、実現を目指すグローバルなカリフ制といった論点

を提示しているが、全体の結論は、解放党は反グローバル化を志向する運動ではなく、む

しろグローバル化の一部である、という単純化されたものである。しかしながら、解放党

とこれらの事象の関係性を個別に検討すると、ある観点からは反グローバリズムの主張で

あると評価し得るが、異なる観点からはグローバリズムを提唱しているといえたり、ある

いは、ある部分ではグローバル化の恩恵を受けながらも、別の部分ではグローバル化に抵

抗していると理解し得たりと、複雑な関係性を築いていることが明らかになる。それゆえ、

個々の概念や事象について、個別の分析を多角的に積み上げていく必要があるだろう。

以上を踏まえて本稿は、解放党とグローバル化やグローバリズムの関係性を、彼らのメ

ディアの利用と国家に関する思想に注目して検討する。なお、紙幅の都合上本稿では詳述

しないが、解放党とグローバル化・グローバリズムの関係性を論じる上では、彼らの活動

領域の広がりや、グローバリズムに対する解放党の批判的な視座も重要な点である。前者

に関していえば、1950年頃にエルサレムで設立された解放党は今日、アラブ諸国のみなら

ず、東南アジアや中央アジア、南アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカなどに広がっ

ており、グローバル化を体現してきた組織であるといえる（1）。他方で後者については、

解放党の言説の中に反グローバリズムの主張が頻繁に見られる。これらは多くの場合、ア

メリカを中心とする西側諸国や、国連、世界銀行、国際通貨基金（IMF）等の国際機関に

対する非難に帰結している（2）。

本稿では、グローバル化やグローバリズムを定義するに際して、マンフレッド・スティ

ーガー（Manfred B. Steger）の「グローバリティ」という概念を手がかりとする。この

語は、「既存の多くの国境や境界線の意義を失わせるほど緊密かつグローバルな相互連関
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歴を要約したページなどが含まれるが、特に有益なコンテンツの一つとして、解放党の書

籍を公開している「図書館」が挙げられる［Ḥizb al-Taḥrīr al-Maktab al-I‘lāmī al-Markazī 

n.d.e.］。これらの文献には、解放党にとって最も重要である創設者のタキーッディーン・

ナブハーニー（Taqī al-Dīn al-Nabhānī）の著書も複数含まれている（7）。前述のように、

このウェブサイトは複数の言語で運営されているが、これらの書籍についても、（公開さ

れている冊数の違いはあるものの）各国語の翻訳が存在する。

そのほかに注目されるものとして、「質問への回答」というページがある。このページ

には読者の質問に対する回答が掲載されており、①政治的な内容［Ḥizb al-Taḥrīr al-

Maktab al-I‘lāmī al-Markazī n.d.d.］、②思想的な内容［Ḥizb al-Taḥrīr al-Maktab al-I‘lāmī 

al-Markazī n.d.b.］、③法学的な内容［Ḥizb al-Taḥrīr al-Maktab al-I‘lāmī al-Markazī n.d.c.］

に大別される。特に、③法学的な内容は実質的にオンライン・ファトワーとして機能して

おり、多くのケースでは、読者の質問に対して最高指導者であるアター・アブー・ラシュ

タ（‘Aṭā’ Abū al-Rashta）が回答している（8）。具体的な質問は、胚凍結と性別選択の是非、

婚約中の夫が亡くなった場合の妻の待婚期間、バイアの際にカリフの任期を規定すること

の是非、といったものである。

このウェブサイトはまた、ハブサイトとしての性格を有しており、解放党の各種メディ

アのリンクが掲載されている。具体的には、解放党のメディアチャンネルである「ワーキ

ヤTV」［al-Wāqiya n.d.］や「解放党メディア」［I‘lāmīyāt Ḥizb al-Taḥrīr n.d.］、週刊の新

聞である『ラーヤ』［al-Rāya n.d.］、オンラインフォーラムの「ナーキド・フォーラム」

［al-Nāqid al-I‘lāmī n.d.］や「ウカーブ・フォーラム」［Muntadā al-‘Uqāb n.d.］、雑誌『ワ

アイ』［Majalla al-Wa‘y n.d.; al-Wa‘ie n.d.］、ラジオ［Idhā‘a n.d.］、カリフ制専門のウェブ

サイト［al-Khilāfa al-Rāshida n.d.］など、多数のコンテンツが用意されている。また、各

支部のウェブサイトへのリンクも張られている。

もっとも、本稿の目的に鑑みれば、これらの支部の名称が「解放党エジプト」、「解放党

ウズベキスタン」、「解放党デンマーク」という具合に、既存の国民国家の枠組みと一致し

ている点も注目される。解放党はこれらの支部を、より大きなカリフ制国家の一部として

の「州（wilāya）」と位置づけてはいるものの［Taji-Farouki 1996: 117］、彼らも実質的には、

国民国家の枠組みから完全に逃れることはできていない。後述のように、理念的には国民

国家を否定しているものの、解放党の現実の活動はその影響や制約を免れていないのであ

る。

以上で概観した解放党によるメディアの利用は、グローバル化の観点からいかに理解し

得るであろうか。何よりも、それは国境を越えた情報の伝達やコミュニケーションを促進

している点で、グローバル化の一部であるといえる。解放党はこれらのメディアを通して、

筆頭とする国際社会の「陰謀」を糾弾するものである。各記事の署名は解放党の本部に加

えて支部であることも多く、各地のニュースをまとめて閲覧できる構成になっている。

このウェブサイトには、日々配信される記事のほかに、解放党に関する基本的な情報や

資料も掲載されている。その中には、解放党の思想や方法、目標、歴代の最高指導者の経

図1：解放党中央広報事務所のウェブサイト

（出典）Ḥizb al-Taḥrīr al-Maktab al-I‘lāmī al-Markazī［n.d.a.］のスクリーンショット。
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たものであるが、同時にグ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ローバル化の現象そのものでもある。ただし、この中にも国民

国家の枠組みは依然として残されており、そこから完全に脱却することはできていない。

また、解放党が提供するコンテンツの多くは、必ずしも双方向のコミュニケーションを可

能にしているわけではない。これらのコンテンツは、あくまで解放党の思想の「宣教

（da‘wa）」を目的としたものであり、対話を促進するというよりもむしろ、メッセージを

一方向的に発信することでメンバーの信念を強化している（9）。それゆえ、これらのメデ

ィアがグローバルなウンマの内部で人々の自由な対話を可能にしているとは言い難い。ウ

ンマの存在を人々に認識させる主体は、あくまでも解放党という組織に一元化されている

のである。

３．思想──国境を越える国家

手段としてのメディアから目を転じて、解放党の思想的な側面に注目したい。彼らの思

想的特徴の一つは、カリフ制の復活を通してイスラーム国家の建国を目指している点にあ

る。その構想は、創設者であるナブハーニーの著作に示されており、全191条からなる「憲

法草案」の形で精緻に理論化されている（10）。この国家構想は、解放党の思想の根幹をな

すものである。

それでは、現代においてイスラーム国家の建国を目指すことには、どのような意義があ

るだろうか。イスラーム主義を論じる上で、国家は鍵となる視角である。そもそもイスラ

ーム主義とは、政治性を内包する概念である。政治的であるからといって、イスラーム主

義者が必ずしもイスラーム国家の樹立を目指すわけではないが（11）［末近 2013: 9］、既存

の国民国家を受け入れるにせよ、それに代わる新たな国家の樹立を目指すにせよ、国家に

対する認識はイスラーム主義を理解する上でのメルクマールとなる。こうしてイスラーム

主義の内部に国家に対するさまざまな立場があり得る中で、最もラディカルであるといえ

るのは、既存の国家の枠組み自体を否定して、新たにイスラームに基づく国家を作ろうと

する動きである。こうした動きは、オリヴィエ・ロワ（Olivier Roy）の『政治的イスラ

ームの失敗（The Failure of Political Islam）』（原著は1992年）において「失敗」したとみ

なされたが［Roy 1994］、その後の2014年に「イスラーム国」がカリフ制の樹立とアブー・

バクル・バグダーディー（Abū Bakr al-Baghdādī）のカリフへの就任を宣言したように、

今日においてもなお、イスラーム国家の建設を目指す動きは存在する。

こうした運動ではしばしば、カリフ制の概念が持ち出される。カリフ制とは一義的には、

預言者ムハンマドの後継者となったアブー・バクル（Abū Bakr al-Ṣiddīq）に始まり、途

ヨルダンのメンバーにチュニジアのムスリム同胞の状況を伝え、オーストラリアの党員に

10,000km以上離れたウズベキスタンでの拷問のニュースを知らせる。こうして彼らは、

テクノロジーの恩恵を受けることで、ネイションとは別の「想像の共同体」としてのウン

マを認識させる。これは、国境を越えたメディアの発達といったグローバル化が可能にし

図２：解放党の新聞『ラーヤ』（第578号1面）

（出典）al-Rāya［2025］より転載。
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の瓦礫の上に「痩せこけた小さな国民国家」を建設した。その上で、「不信仰の西洋」は

これらの国家を植民地化し、自らの「代理人」を生み出す環境を整えたとされる。その上

で、国民国家は以下のように描写される。

〔ムスリムは〕植民地主義の不信仰者が引いた国境線を守ることで、イスラーム諸

国の分裂を保持〔してきた〕。我々はイスラームの同胞の絆を断ち切り、異なる国民

であるという敵の嘘を信じている。〔…〕互いに助け合うのではなく、植民地主義者

が引いた国境線に基づいて、互いの首を刎ねあっている。つまり、我々はウンマの分

裂の見張り役になったのである！！［Ḥizb al-Taḥrīr Wilāya al-Sūdān 2017］

国民国家を歴史的に論じた論説も、次のように述べている。

オスマン帝国のカリフ制の崩壊後、愛国主義的（patriotic）でナショナルなスロー

ガンは、ムスリムの間で国民国家という概念がもたらす破壊的な影響をさらに悪化さ

せた。植民地主義者である非ムスリムがカリフ制の瓦礫の上に建国することを認めた

取るに足らない小国はすべて、ナショナリズムと愛国主義の概念が国
レ ー ゾ ン・デ タ

家理性の基礎

〔…〕であると宣言したからである。それゆえ、非ムスリムの植民地主義者がこれら

の国家における支配的な多数派を利用して国政に介入することは、容易であった。〔…〕

国民国家はそれ自体が原始的な概念であり、人々を人種や部族に基づいて差別し、

その土地の人々に災難や惨事をもたらす。また、ナショナルな自尊心を助長し、同胞

に対してナショナルな愛国的感情を植え付け、権力者を強力な資本主義的〔な動機に

基づいた〕植民地主義者の利益のための戦争へと駆り立てる。その結果、民族浄化

（racial cleansing）や強制的な文化的同化といった問題が引き起こされるのである。

国民国家という概念は搾取、支配、占領の概念である。〔…〕

原始的な国民国家とは対照的に、イスラームの規則は、国家の観点からすべての人

間を平等なものとみなす。いかなる民族も他の民族より優れているということはなく、

いかなるネイションも他のネイションより優れているということはない。〔…〕国家

が統治や司法、福祉において人々を差別することは認められず、むしろナショナリテ

ィ、宗教、人種、肌の色を問わず、人々を平等に扱う義務がある。［al-Muhajir 2020］

ここで注目すべきは、国民国家の対極にある存在として、常にカリフ制国家が想定され

ていることである。つまり、彼らが国民国家を否定する裏には、ネイションや国民国家の

枠組みを越えた、「あるべき秩序」としてのカリフ制が強く意識されている。

中の断絶を経ながらも1924年に終わる歴史的なシステムであるが、この文脈ではむしろ、

非歴史的で理想的なイスラーム国家のモデルとして機能している。今日のウラマーやサラ

フィー主義者、イスラーム主義者らはしばしば、預言者ムハンマドと正統カリフの時代を

模範とする「イスラーム的な政治の想像（Islamic political imagination）」を提示するが［Roy

1994: 12–13］、カリフ制に関する主張もそうしたバリエーションの一つに位置づけられる。

また、その裏返しとして、現代においてこの概念を用いることは、既存の国民国家に対す

る強いアンチテーゼでもある。実際に、「カリフ制」を謳った「イスラーム国」はイラク・

シリア間の国境にまたがって「建国」されたが、これは既存の国境線を破壊しようとする

明確な意図に基づくものであり（12）、国境線に依拠した国民国家というシステム自体を代

替しようとするものであった［末近 2017: 178–185］。

こうした性格は、「イスラーム国」に限定されるものではない。設立以来一貫してカリ

フ制の再興を目指してきた解放党もまた、国民国家体制やそれを支えるナショナリズムを

容認せず、むしろ強く批判している。その際、しばしば西洋諸国による植民地主義が引き

合いに出される。例えば彼らは、ムスリムを弱体化させるためにナショナリズムが広まっ

たとみなし、それを西洋の陰謀であると主張する［Osman 2012 : 95; De Cordier 2013 : 380］。

その顕著な例が、解放党の創設者であるナブハーニーの著書『イスラーム国家（al-Dawla

al-Islāmīya）』における記述である。同書においてナブハーニーは、西洋諸国がイスラー

ム世界を「侵略」した過程を詳細に論じているが［al-Nabhānī 2002: 180–227］、それによ

れば、西洋諸国は「科学や慈善の名の下に、宣教活動を装った植民地主義的な侵略」を行

った［al-Nabhānī 2002: 180］。具体的にはイギリスとフランスを中心とする西洋諸国が、

アラブ人をオスマン帝国から分離してイスラーム国家を解体することと、ムスリムをイス

ラームの紐帯から遠ざけることを目的に、ナショナリズム（qawmīya）を煽った（13）。そ

の後、実際にオスマン帝国はトルコ、エジプト、イラク、シリア、レバノン、パレスチナ、

トランスヨルダン、ヒジャーズ、ナジュド、イエメンに分裂し［al-Nabhānī 2002: 222］、

カリフ制自体も崩壊したことで、前者の目的は達成されたという［al-Nabhānī 2002: 207–

227］。他方で彼らの認識によれば、今日に至るまで後者の目的は達成されておらず、「ト

ルコ人やアラブ人、ペルシャ人などのナショナリズムを煽ることは、ムスリムの結束を分

断〔…〕する楔であり続けている」［al-Nabhānī 2002: 180］。

同様に、解放党は国民国家の概念についても、それを植民地主義と結びつけ、ウンマを

分断し人々を搾取していると非難する。例えば、中央広報事務所のウェブサイトに掲載さ

れた記事は、「植民地主義の不信仰者の遺産」とされる国民国家と「預言者の遺産」とさ

れるカリフ制国家を対比して論じている［Ḥizb al-Taḥrīr Wilāya al-Sūdān 2017］。曰く、「敵

である不信仰の西洋」はカリフ制を破壊し、サイクス・ピコ協定などを利用してカリフ制
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４．おわりに

本稿では、解放党とグローバル化・グローバリズムの関係を、メディアの利用と国家に

関する思想に着目して論じてきた。解放党によるメディアの利用は、国境を越えてムスリ

ムに情報を伝達しつつ、信仰に基づくグローバルな「想像の共同体」としてのウンマを認

識させる点で、グローバル化そのものである。他方で後者については、再興を目指すカリ

フ制自体がグローバリズムを体現している一方で、現代においてそれを目指すことは、国

民国家体制に対するアンチテーゼという含意がある。そのシステムは西洋に起源を有し、

その後イスラーム世界に普及した。以上の過程を踏まえると、解放党はイスラームに基づ

くグローバリズムを支持しつつも、西洋的なグローバル化には強い敵意を見せていると結

論づけられる。

※本研究は、JST次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2123の支援を受けたもの

です。

それでは、国民国家の否定とそのオルタナティブとしてのカリフ制国家の構想は、グロ

ーバル化やグローバリズムとの関係でいかに理解できるであろうか。第1に、理念的には

世界にただ一人しか存在せず、ウンマ全体を統べるカリフ制は、グローバリズムを体現す

る概念である。換言すれば、解放党が目指すのは、イスラームに基づくグローバリティで

ある。実際に、カリフ制国家の再興を掲げる解放党は、ムスリムのアイデンティティをネ

イションから引き剥がし、それを新たにグローバルな「想像の共同体」としてのウンマに

向けようとしているが、これは既存の国境線を越えた緊密でグローバルな相互連関を理想

とする点で、グローバリズムそのものであるといえる。

第2にそれにもかかわらず、カリフ制の要求は、とりわけ国家システムの観点からはグ

ローバル化への反動であるとも理解できる。というのも、彼らが非難する国民国家システ

ムは、以下の複数の点でグローバル化と密接に関わってきたからである。第1に、近代ヨ

ーロッパにその起源が求められる国民国家は、その後、ヨーロッパの膨張を通してイスラ

ーム世界に広がった［ヘルド 2006: 56–80］。この変容は、「西洋的なシステムがより普遍

的でより国際的なものに脱皮した過程」と表現し得るものであり［小杉 1998: 74］、国民

国家体制は、イスラーム世界と西洋の間のグローバルな相互連関が拡大した結果、もたら

されたものである。それゆえ、この体制の成立は、政治面でのグローバル化によるもので

あったと評価できる。第2に、同時にこれは、人々のアイデンティティの変容という文化

的なグローバル化を伴うものであった。すなわち、国民国家が支配的になるにつれ、人々

の主なアイデンティティはネイションに基づくようになったが、これもまた地球規模で生

じた変化であり、イスラーム世界と西洋の間の相互連関の深化によるものである（14）。第3

に、国家の法制度においてもグローバル化が進展した。それは、西洋的な近代法の輸入（と

イスラーム法の適用範囲の縮小）による「世俗化」である。この過程では、例えばイスラ

ーム法が「家族法」へと翻訳されたように、宗教は私事化されつつ、国家の統治に組み込

まれることになった（15）［アサド 2006: 294–298］。その中で国民国家を否定する動きは、

以上のようなグローバル化──この文脈では、「西洋化」とほとんど同義である──に反

対し、それを覆そうとする試みであると位置づけられる。

以上は、次のように整理できるだろう。まず、解放党が目指すカリフ制は、それ自体が

グローバリズムを体現する概念である。この点で解放党は、（あ
● ● ● ● ●

くまでも）イ
● ● ● ● ● ●

スラーム的

な
●

グローバリズムを支持していると理解できる。他方で、現代におけるカリフ制の主張は、

国民国家体制やナショナリズムに対する強いアンチテーゼにもなっている。これらが、西

洋起源のシステムのイスラーム世界への流入を通した地球規模での一元化によってもたら

されたことを踏まえると、解放党は西洋的なグローバル化とそれに基づく秩序を拒絶する

存在であるといえる。
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広く解放党のメディアコンテンツ全般にあてはまる特徴であるといえる。
（10）解放党が目指す国家構想については、以下を参照［Commins 1991: 207–210; Taji-Farouki 1996:

63–71; al-Rifāʻī 2017: 295–340; 山岡 2023; Yamaoka 2024］。
（11）それゆえ、末近浩太はイスラーム主義を「宗教としてのイスラームへの信仰を思想的基盤とし、公

4

的領域
4 4 4

におけるイスラーム的価値の実現を求める政治的なイデオロギー」（強調は原文）と定義して
おり、その中にイスラーム国家の樹立という基準を含めていない［末近 2013: 9］。

（12）「イスラーム国」は、2014年の「建国」とほぼ同時に、「サイクス・ピコの終焉」と「国境の打破」
に関する2つのビデオを公開した［保坂 2017: 166–167］。また、バグダーディーはそれ以前から、「不
信仰者共がサイクス・ピコ協定〔…〕で作り上げた、シリア─イラク国境の存在などは認めない」と
の立場であった［アトワーン 2015: 116］。

（13）アラブ諸国では、ナショナリズムに相当するものとして、ワタニーヤ（waṭanīya）とカウミーヤ
（qawmīya）の2つがある［錦田 2010: 39–40］。前者は「郷土（ワタン waṭan）を統合単位と」しそ
れぞれの「領域国家に基盤を置く」一方で、後者は「文化を基盤とする民族（カウム qawm）を統合
する理念」であり、しばしば「アラブ民族主義」と呼ばれるものである［小杉 1994: 221］。ここで
はカウミーヤが言及されているが、解放党はワタニーヤとカウミーヤの双方を否定する立場である。

（14）こうした変化は、イスラーム世界においては、過渡期に存在したオスマン帝国に典型的に見られる。
オスマン帝国を含む前近代のイスラーム世界においては、人々の自他認識における最も主要な基準は
宗教（ムスリムか否か）にあったが［鈴木 2007: 153–182］、西洋の優位が決定的になった18世紀後
半以降、オスマン帝国は徐々にナショナリズムの影響を受け始め、最終的に人々のアイデンティティ
の大部分は、トルコ人やアラブ人といったネイションに規定されるに至った［鈴木 2007: 182–186］。

（15）それでも、家族法や相続法は、西洋においても各国の文化が法律に反映されやすい分野であり［小
杉 1994: 236］、イスラーム法も形を変えて存続する余地が大きい。反対に、窃盗に対する手首の切
断といった身体刑を伴う刑法の場合、その施行のハードルはより高い［小杉 1994: 246–248］。しか
しながら、イスラーム法はその原理上、政治と宗教の双方を含む社会生活のすべてを包括するもので
あるために、一部の領域（例えば、家族法）の

● ●

みを施行することはできない［小杉 1994: 82–86］。
このことは、カリフ制という包括的なシステムを求める動きを理解する上で、重要な点の一つである。
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イスラエルの国境強化を担うユダヤ移民たち
―インド出身のユダヤ共同体「ブナイ・メナシェ」の入植動向から―
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はじめに

本稿は、イスラエル政府が周縁的な位置にあるユダヤ共同体をどのように軍事的な問題

を抱える国境地域へ入植するように誘導してきたのかを考察する。イスラエルは、1950年

の帰還法に基づいて、国外のユダヤ人/教徒にアリーヤー（Aliyah: ヘブライ語で「上昇」

を意味し、イスラエルの地への移住を指す言葉）を促し、イスラエル国籍を付与し、同地

への定住を促してきた。こうした移民・入植政策は国境地域の人口確保という安全保障上

の目的とも結びつき、特にアジア・アフリカ圏のユダヤ教にゆかりを持つ共同体のアリー

ヤーを積極的に支援してきた。この入植政策の具体的な展開を把握する手段として、本稿

はインド出身のユダヤ共同体「ブナイ・メナシェ（Bnei Menashe: השנמ ינב）」に着目し、

イスラエルにおける入植政策およびそのインセンティブと、ブナイ・メナシェの入植パタ

ーンの変遷を概観する。

ブナイ・メナシェは、インド北東部のマニプール州およびミゾラム州に居住するクキ・

ミゾ系先住民の一部で構成される共同体である。彼らは、古代イスラエルの失われた十支

族の一つであるマナセ（Menasseh）族の子孫であると主張し、1950年代から独自のユダ

ヤ教的な慣習を実践してきた[Weil 2004]。イスラエル政府は、2005年にシュロモ・アマル

（Shlomo Amar）主席ラビがこの共同体の「ユダヤ性」を条件付きで承認したことを受け、

正式な改宗手続きを経た者に対してアリーヤーを認めるようになった[Elazar 2025: 429]
（ⅰ）。インド国内には約1万人のブナイ・メナシェがいたとされ、2000年代初頭から段階的

にイスラエルへの移住が進められており、2020年現在で約4,000人がイスラエルに、約

7,000人以上がインドに在住している[Singh 2020]。

ブナイ・メナシェを事例として取り上げる前に、イスラエルにおけるユダヤ人の国境地

域への入植に関する既存研究を整理し、本稿の学術的位置づけを明確にする。本稿に隣接

する既存研究は２つに大別できる。第1に、イスラエル政府/入植運動の観点から入植を論

じた研究があり、イスラエル政府が土地をめぐる法律、人口、時間を領土支配の要素とし

て機能させてきたこと[Yacobi and Milner 2022]、入植運動が右派政権との協力と国内外

からの資金動員により持続的な入植地拡大を実現してきたこと[Hirsch-Hoefler and Mudde 

2020]を明らかにしている。

第2に、イスラエルにおいて周縁的な位置に置かれた移民/入植者自身の視点から国境地

域における入植を分析した研究があり、それぞれ中東・北アフリカ出身のユダヤ人である

ミズラヒム[Yiftachel and Tzfadia  2004; Cohen and Leon 2008; Reicher 2023; Thorleifsson

2017]エチオピア系ユダヤ人[Abu Rabia Queder 2022]を対象としている。またブナイ・メ

ナシェに関する既存研究[Elazar 2025]は、失われた十支族の子孫としてのアイデンティテ

ィ構築やイスラエルの地への帰還という宗教的達成に焦点を当て、この共同体の独自性を

明らかにしてきた。本稿はこうした知見を踏まえつつ、ブナイ・メナシェの入植過程を国

家の安全保障戦略における国境強化という政治・安全保障の視点から検討する。

本稿がブナイ・メナシェに着目する理由は、彼らが社会経済的・宗教的に周縁的な位置

に置かれてきたユダヤ共同体であり、それゆえ入植政策および安全保障戦略との関係にお

いて、国家が周縁的な移民集団を動員するメカニズムがとりわけ明瞭に観察できる事例だ

からである。この事例分析を通じて、本稿は現代イスラエルにおける国境地域における入

植政策の展開と、周縁的なユダヤ共同体の入植を促進するメカニズムを明らかにする。

1. イスラエルにおける入植政策

本節では、イスラエル政府が周縁的な位置にあるユダヤ共同体を国境地域へ誘導するメ

カニズムを把握するために、第1頁においてイスラエルにおける入植政策の基本的な位置

づけを概観する。その後、第2頁では、イスラエル政府が国境地域への入植を促進するた

めに設けた具体的なインセンティブとなる政策を検討する。

1.1 イスラエルにおける入植政策の基本的な位置づけ
イスラエル国家の人口配置は、建国直後の1951年に策定された建築家アリエ・シャロン

（Aryeh Sharon）による「シャロン計画」にその基礎を見ることができる[Flum 2025]。こ

の計画の基本的な原則は、ユダヤ人口をテルアビブなどの中心地から分散させ、周縁・国

境地域に中規模の都市を創設することであり、これが後の「開発都市（Development 

Town）」と呼ばれる地域となった。これらの入植政策では、ヨーロッパ出身のユダヤ人

であるアシュケナジムではなく、中東・北アフリカ出身のユダヤ人であるミズラヒムを中

心とした人々が、周縁部の開発都市や農業共同体モシャヴに送り込まれた[Yiftachel and 

Tzfadia 2004]。

この初期の政策は、後続の移民集団がイスラエルに到着する際の入植地を事実上決定づ

けた。これらの開発都市は、イスラエル社会の地理的・社会経済的な周縁部として構造化

され、長年にわたり文化的、社会的、経済的な差別に苦しむ、疎外された脆弱な移民集団

の集中地域という既成の構造を作り上げた[Yiftachel and Tzfadia 2004; Cohen and Leon 

2008]。こうした1950年代の人口配置政策は、周縁地域への移民配置という入植パターン

を確立した。
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　現在のイスラエルにおいて、入植の主な目的は、単に移民を入植地に定住させることで

はなく、二つの核心的な目標を達成することにある。一つは、入植した地域をユダヤ化

すること[Yacobi and Milner 2022]、そしてもう一つは、将来のイスラエルにとってより

良い国境線を作成することである。イスラエルは、その「国家安全保障政策（Mediniyut 

HaBitaḥon HaLe'umi מדיניות הביטחון הלאומי）」において、国家安全保障とは、政治的、経済

的、社会的、人口統計的なあらゆる要素と資源を統合し、国家目標を達成することにある

と見なしている[Eisenkot and Siboni 2019: 20-21]。この視点から見ると、特定の人口集団

を地理的な周縁部に配置し、経済的なインセンティブで結びつける政策は、単なる社会福

祉政策ではなく、国家の安全保障目標を達成するための戦略として機能する。またイスラ

エルが計画的な入植を強化した背景には、国境線の軍事的な防衛強化に加え、これらの国

境集落の存在自体を、容易に撤回できない人口に基づく壁として機能させたい意図がある

[Newman 1989; Jacques 2012]。国境線付近にある集落の住民は、事実上の「入植者の前

衛部隊」の役割を担い[Wolfe 2006: 393]、その定住が領土の不可分性を示す国境線として

の機能を恒久化することに貢献する。

1.2 入植のインセンティブ
イスラエルは、周縁的な地域の人口定着を重要な政策目標として掲げ、その実現のた

めに多層的な経済的インセンティブを導入してきた。具体的には、国家優先地域（Ezorei 

Adifut Le'umit: אזורי עדיפות לאומית）」として指定された周辺地域への定住を促進するため、

包括的なインセンティブ制度を設けている。2023年11月の政府決定1069号により、これら

の地域はA1（最優先:国境沿い入植地、ガザ周辺、北部の対峙線（Kav Imut: עימות A2、（קו 

（高優先:ガリラヤ・ネゲブの周辺地域）、B（標準優先:その他入植地）に分類されてい

る [Misrad HaBinui VeHaShikun 2020a] （ⅱ） 。

これらの国家優先地域は恒常的な軍事的リスクに晒されており、入植者が定住する背景

には以下の経済的インセンティブが存在する。第1に、所得税優遇がある。所得税優遇は

地域ごとに異なり、2025年現在で、スデロットでは年収26万7840シェケルまでの所得に対

し20%の税額控除、キリヤット・シュモナでは年収25万9920シュケルまでの所得に対して

20%、ゴラン高原のカツリンでは年収18万シュケルまでの所得に対して10%が適用される

[State of Israel 2025]。

第2に、開発費補助として、建設住宅省は集合住宅（1ドゥナムあたり4戸以上）に50%

補助、戸建住宅にはA1地域で70%、A2地域で50%、B地域で20%の補助を提供する

[Misrad HaBinui VeHaShikun 2020a]。

　第3に、土地割引制度が最も重要なインセンティブとなっている。イスラエル土地庁

（ILA）の決定により、住宅困窮者（Mehusrei Diyur：מחוסרי דיור）は優先地域A1で50%～

70%、場合によっては最大90-91%の土地価格割引を受けられる[Misrad HaBinui VeHaShikun 

2020a; Kraus 2025]。250㎡までの宅地で割引上限は85万シェケル（約340万円）に設定さ

れており、例えば70万シェケルの宅地は最大割引（割引率91%）の適用によってわずか

7万2,800シェケルで取得可能となる[Monk 2024]。また「鉄の剣」作戦（Mivtsa Haravot 

Barzel: ברזל חרבות  に一定期間従軍した予備役兵には追加10%割引が適用され、合計（מבצע 

90-95%割引に達する場合もある[Kraus 2025; Davar 2024]（ⅲ） 。

また新移民がネゲブ、国家優先地域、または北部の対峙線地域で住宅を購入する場合、

政府は通常の住宅ローンに加え、最大100,000シェケルに達する追加の住宅ローンを提供

する[David Angel Law & Notary Office]。さらに2024年3月以降、新規移民への住宅支援

制度には大幅な変更が加えられた。変更前は新規移民に5年間で約16,500シェケルの家賃

補助が提供されていたが、2024年3月以降にイスラエルに到着した移民には2年間で8,712

シェケルのみが支給されることとなり、支援額は約50%削減された[Knesset 2024]。ただし、

国家優先地域に居住することを選択した移民には追加補助が設けられており、単身移民に

は月額973シェケル、家族には月額1,341シェケルの追加、ひとり親家庭には月額1,500シェ

ケルが支給される[Knesset 2024]。エラド・ザクート（Elad Zacut）移民・吸収省戦略・

予算担当副局長は「市場価格でアパートを借りるには国の家賃補助だけでは不十分である。

そのため、より高額な補助金が支給される国家優先地域に居住するよう移民を奨励してい

る」と述べており[Knesset 2024]、この改革が国境地域への人口誘導を意図したものであ

ることを明言している。これらのインセンティブは、形式的にはすべてのユダヤ移民に提

供されるが、実質的には経済的制約の大きいユダヤ系マイノリティがこれらの優遇措置に

最強く反応し、これらの国家優先地域への入植を試みる状況を生み出しかねない。

2. ブナイ・メナシェの入植動向

本節では、第1節で概観したイスラエルの入植政策およびインセンティブ政策が、具体

的にどのようにブナイ・メナシェの入植パターンに影響を与えてきたのかを検討する。第

1頁では、ブナイ・メナシェの歴史を概観した後、NGO団体シャヴェイ・イスラエルを通

じてアリーヤーを実現したのかを論じる。第2頁では、初期の入植地から現在の主要定住

先までの入植パターンの変遷を概観する。第3頁では、2015年のゴラン高原への入植が持

つ象徴的意味とその限定性を把握する。第4頁では、2025年11月に承認された大規模移住

計画が、ガザ戦争後の北部国境強化戦略の一環として位置づけられている実態を把握する。
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2.1 ブナイ・メナシェのユダヤ教への回帰とNGOによる移住支援
ブナイ・メナシェは、インド北東部に居住する先住民集団が古代イスラエルとの血統的

つながりを主張し、ユダヤ教への回帰を求めてきた共同体である。彼らはマニプール州お

よびミゾラム州に居住するクキ・ミゾ系諸民族の一部で構成され、自らを古代イスラエル

の失われた十支族の一つであるマナセ族の子孫と位置づけている[Elazar 2025]。これらの

地域では、英領インド統治時代を通じて宣教師によるキリスト教の布教が行われてきた

[Weil 2004: 224-225]。

これらの人々の間で、ユダヤ教やイスラエルとのつながりを求める兆候が現れ始めたの

は20世紀中頃である。そのきっかけは1951年に、ミゾラム州ブアラウン村在住の神秘家メ

ラ・チャラ（Mela Chala）が、自分たちがイスラエルの失われた十支族の子孫であるとい

う夢を見たという出来事であった。この夢の知らせはミゾラム州、マニプール州、チン州

一帯まで広まった[Weil 2004: 224-225]。1970年代には、イスラエルへの移住を希望する者

たちが現れ始め、1974年には、改宗希望者の一人が書いたパンフレットが、当時のゴルダ・

メイア（Golda Meir）首相に送られた[Weil 2004: 228]。ただし、この時点ではイスラエル

政府および主席ラビ庁からの公式な承認は得られていなかった。そのため、集団規模のイ

スラエルへの移住は行われていなかった。

こうしたなかで、ブナイ・メナシェのアリーヤーを実現する上で決定的な役割を果たし

たのが、NGO団体シャヴェイ・イスラエル（Shavei Israel: ישראל である。同団体は（שבי 

2002年にマイケル・フロインド（Michael Freund）によって設立された。フロインドは元

ジャーナリストでベンヤミン・ネタニヤフ（Benjamin Netanyahu）首相の広報副局長を務

めた人物であり、失われた十支族の子孫を探索し、イスラエルへの帰還を支援することを

組織の使命とした[Shavei Israel]（ⅳ）。シャヴェイ・イスラエルは、インド現地でのユダヤ

教教育プログラムの運営、ラビ派遣、改宗準備支援、イスラエル政府・宗教当局への働き

かけ、移住の物流的支援（航空券、書類手続き、受入先コミュニティとの調整）など、包

括的な支援体制を構築した[Shavei Israel]。

　また2005年、当時のセファルディ系主席ラビであるシュロモ・アマルは、ブナイ・メナ

シェを「ユダヤ人との強い親和性がある」と認定し、正式なユダヤ教への改宗（ギユー

ル: Giyur גיור）を条件としたアリーヤーを承認したと報じられた[Egorova 2015: 494; Maltz

2015]。この決定により、ブナイ・メナシェは帰還法の適用対象となる道が開かれた。た

だし、彼らは改宗候補者としての地位で入国し、イスラエル到着後にユダヤ教正統派のラ

ビ法廷（Beit Din: דין ;の監督下で改宗手続きを完了する必要があった[Egorova 2015（בית 

Elazar 2025]。このように右派政権に近い立場のNGO団体の介入によって、ブナイ・メナ

シェのイスラエルへの移住は進んでいくことになった。

2.2 入植パターンの変遷:ヨルダン川西岸・ガザ地区から北部国境地帯まで
ブナイ・メナシェの定住先は時期により変遷がある。初期移民（2005年以前）の多くは

ヨルダン川西岸の入植地に定住した[Sales 2013]。特にキリヤット・アルバには約700人

が居住し、これは入植地における最大のブナイ・メナシェ・コミュニティである[Haime

2023]。またベイト・エル、オフラなどにも定住者がおり[Knesset Research and Information

Center 2011; Greenwood 2025]、2005年のガザ撤退前にはグシュ・カティフに45家族が住

んでいた[Hasson 2005]。

　こうした入植地への集中は、ブナイ・メナシェのユダヤ教上の身分と密接に関係して

いた。イスラエルへの移住時において、ブナイ・メナシェの多くは正式なユダヤ教への

改宗を経ておらず、帰還法の自動適用対象ではない。つまり改宗を前提とした特例入国と

いう法的地位のため（ⅴ）、ユダヤ人として政府の住宅支援や吸収プログラムを利用でき

なかった[Fishbane 2015]。そのために、移住を主導するNGO団体シャヴェイ・イスラエル

の意思決定がブナイ・メナシェの入植地としてそのまま反映されることとなった。シャヴ

ェイ・イスラエルのマイケル・フロインドは「彼ら（訳注：ブナイ・メナシェ）は政府の

支援を受けなかったため、彼らを配置できる唯一の場所はユダヤ・サマリア地区（訳注：

ヨルダン川西岸）およびガザのコミュニティであり、そこではグシュ・エムニム（Gush

Emunim: גוש אמונים）の宗教的な入植者たちがイデオロギー的確信から吸収の重荷を引き受

けることをいとわなかった」と後に語っている[Fishbane 2015]。グシュ・エムニムは1970

年代に結成されたヨルダン川西岸・ガザ地区への入植を推進する宗教シオニスト運動であ

り、「大イスラエル」の実現を掲げていた[Hirsch-Hoefler and Mudde 2020]。こうした

宗教シオニストの入植地では、正式な改宗手続きが完了していない段階でもブナイ・メナ

シェを受け入れる傾向があった[Sales 2013]。実際、ヨルダン川西岸地区に移住したある

ブナイ・メナシェの人物は「（訳注：移住を斡旋したNGO団体シャヴェイ・イスラエル

は）ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、イスラエルを区別することを教えてくれなかった。

彼らは、ここはイスラエルの地だから、どこに住んでもいいと言っていた。私たちは何も

知らなかった」と語っている[Sales 2013]。バル・イラン大学のギデオン・エラザール博士

は「政治的動機よりも、住宅費の安さと受け入れコミュニティの存在という実際的要因が

大きかった」と分析している[Haime 2023]。

後に、これらのガザ地区およびヨルダン川西岸地区への入植は、労働党のオフィル・ピ

ネス・パズ（Ophir Pines-Paz）議員、ヨルダン川西岸の監視を行う人権団体イェシュ・

ディン（Yesh Din）やハアレツ紙から移民を危険地域に送る行為だという批判を受け中止

された[Haime 2023]。シャヴェイ・イスラエルは「10年以上前（訳注：参考記事の執筆時

点から逆算して2013年）から新規移民を入植地に直接誘導することを停止した」と表明し
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ている[Haime 2023]。その結果、家族の統合を理由とした既存入植地への移住は継続して

いるものの、組織的な入植地への誘導は行われなくなった。

現在の主要定住先は北部ガリラヤ地方である。ノフ・ハガリル（旧ナザレット・イリッ

ト ） が 最 大 の 受 け 入 れ 先 と な っ て お り[Kampinski 2021; Press Trust of India 2025;

Eichner 2025]、同市のロネン・プロット（Ronen Plot）市長は積極的な支援者として知ら

れる[Eichner 2025; Shavei Israel 2022]。マアロット・タルシハでは自治体と連携した特別

プログラムがあり、無料ヘブライ語講座、住宅支援、固定資産税減免が提供されている

[Fishbane 2015]。その他、アッコ、ミグダル・ハエメク、ツファットなどに分散している

[Jewcer Community Funding, Inc. 2025]。また南部ではガザ地区に隣接するスデロットに

約120家族が定住し、独自のシナゴーグ「アルフェイ・メナシェ」を建設している[Haime

2023]。2023年10月7日の攻撃においてスデロットも被害を受けたが、そこに住むブナイ・

メナシェからは死者は出なかった[Haime 2023]。

こうしたブナイ・メナシェの入植パターンは、イスラエル政府の国家優先地域と密接に

関連している。表1は2025年時点におけるブナイ・メナシェの主要定住地と、各地域で受

けられる優遇措置の内容を示したものである。表1が示すように、ブナイ・メナシェが集

中する地域の大半は国家優先地域A指定を受けており、所得税控除の対象となっている。

特に注目すべきは、軍事的緊張の高い地域における優遇率の高さである。ガザ地区に隣接

するスデロットでは20%という最高水準の控除が適用され、ヨルダン川西岸のキリヤット・

表 1　2025年時点におけるブナイ・メナシェの居住地域・人口と優遇措置

出所： Emek News 2025; Govmap 2025; State of Israel 2025; Misrad HaBinui VeHaShikun 2020b; 
Iriyat Ma’alot Tarshiha 2025をもとに執筆者作成

地域名 ブナイ・メナシェ
人口 国家優先地域 所得税

控除の対象 控除率 控除上限（₪）

ノフ・ハガリル 約1,500人 非対象 非対象 － －

マアロット・タルシハ 298人
対象-A

(市の住宅支援
プログラムあり)

対象
(固定資産税の減免措

置あり)
14% 259,920

ミグダル・ハエメク 約200人 対象-A 非対象 － －

アッコ 133人 対象-A 対象 12％ 186,000

スデロット 298人 対象-A 対象 20% 267,840

キリヤット・アルバ 約700人 対象-A 対象 12% 213,240

カツリン 約80人
対象-A

(2015年時点において
国家優先地域A1指定)

対象 10％ 180,000

アルバでも12%の控除が提供されている。これらの地域は過去にロケット攻撃や武装勢力

による襲撃に直面してきた歴史があり[Haime 2023]、高い優遇措置の設定は、こうした周

縁部や紛争地域への入植促進という政府の政策意図を反映していると考えられる。

2.3　ゴラン高原への入植
ゴラン高原は1967年の第三次中東戦争でイスラエルがシリアから占領し、1981年に一方

的に併合を宣言した係争地である[Kipnis 2013]。国際社会の大半はこの併合を承認してお

らず、国連安全保障理事会決議497号は併合を無効と宣言している[United Nations 

Security Council 1981]。しかし、イスラエルは同地域を自国領土として扱い、入植地の建

設を継続してきた。こうした地政学的に敏感な地域において、2015年6月、ブナイ・メナ

シェによる初めての大規模入植が実施された。6月18日に78人がゴラン高原の中心都市カ

ツリンに到着し、これによりブナ

イ・メナシェの累計移住者数は

3,000人 に 達 し た[Kampinski 2015;

Harari 2015]。

この入植は、政治的かつ宗教的

な意味を帯びている。ゼエヴ・エ

ルキン（Ze'ev Elkin）移民・吸収

相は新移民歓迎式で「ここは単な

る美しい土地ではない。ここは、

ゴラン高原に住んでいたマナセ族、

すなわちあなた方の祖先の祖先の

故郷である。ユダヤの伝統は常に、

土地を贖い、本来の所有者にその

相続地を取り戻すことを目指して

きた。あなた方は今日、この伝統

を実現する栄誉を得た。おかえり

なさい、あなた方の家へ」と述べ

た[Kampinski 2015]。NGO団体シャ

ヴェイ・イスラエルのマイケル・

フロインドも「ゴラン高原はマナ

セ族の相続地である。だから今回

は、彼らは文字通り家に帰ってき

図1　旧約聖書におけるマナセ族の土地
（中央部の『מנשה』表記箇所）

出所：Wikimedia Commonsより借用
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たのだ」と強調した[Kampinski 2015]。この入植における宗教的な正当化の根拠となった

のは、旧約聖書の申命記4章43節「ルベンのために荒野の高原にあるベツェル、ガドのた

めにギレアデのラモト、マナセのためにバシャンのゴランを定めた」という聖句である（図

1参照）。この記述は、古代イスラエルにおいてゴランがマナセ族に割り当てられた土地で

あったことを示しており、ブナイ・メナシェの支援者および政治家たちはこれを「『祖先』

の土地の継承」として入植を正当化する根拠とした。

シルヴァン・シャロム（Silvan Shalom）内務相は「すべてのユダヤ人の場所はイスラ

エルにあり、ディアスポラからすべてのユダヤ人を帰還させるために可能な限りのことを

する」と述べ[Kampinski 2015]、この入植を国家的な使命として位置づけた。またゴラン

高原ヘスピンのイェシバ（ユダヤ教の神学校）では、ブナイ・メナシェ向けの特別プログ

ラムが運営されており、宗教的・文化的統合の拠点として機能している[Arutz 7 2024]。

しかし、こうした象徴的な意味づけとは対照的に、ゴラン高原への入植は2015年以降拡

大していない。2025年11月の政府決定において、約5,800人の新規移住計画の入植先とし

てノフ・ハガリルおよび北部都市が明示され、ゴラン高原への言及は見られない[Eichner 

2025]。実際の定住パターンを見ると、ブナイ・メナシェの主要定住地はガリラヤ地方に

集中しており、ノフ・ハガリルには約1,500人、マアロット・タルシハには約298人が居住

するのに対し、カツリンの人口は約80人に留まっている（表１を参照）。旧約聖書のナラ

ティブを動員した「祖先の土地の継承」という主張は、累計移住者3,000人という節目に

おいて政治的関心を喚起し限定的な入植を実現させているものの、現状では、その定住先

においてはノフ・ハガリルといった受入れ基盤が盤石な地域が選択肢となっている。

2.4　2025年現在進行中の入植計画
2025年11月、ネタニヤフ首相、オフィル・ソファー（Ofir Sofer）移民・吸収相、ベツ

ァルエル・スモトリッチ（Bezalel Smotrich）財務相の共同提案により、ブナイ・メナシェ・

コミュニティ全員の移住完了を目指す包括的計画が閣議で承認された[News13 2025]。ネ

タニヤフ首相は「本日、政府が下した重要かつシオニスト的な決定を歓迎する。この決定

は、ブネイ・メナシェ・コミュニティのイスラエルへの追加移住につながるものである。

移住者は、北部とガリラヤ地方の強化と発展を目指す政府の政策の一環として、北部に定

住することになる」と声明を発表した[Eichner 2025]。またスモトリッチ財務相は「ブナイ・

メナシェの帰還完了は、何世代にもわたりシオンへの渇望を胸に抱いてきた兄弟との再会

である。ガリラヤへの移住とノフ・ハガリルへの定住は北部における我々の足場を強化す

る」と述べ、この移住計画が国境強化の一環であることを明言した[Eichner 2025;

Landsberg 2025]。この決定は、インドに残る約5,800人全員を2030年までに移住させる計

画を正式に制度化するものである[News13 2025]。第1フェーズ（2026年末まで）では約

1,200人の移住が予定され、予算9,000万シェケルが計上されている[News13 2025; Eichner 

2025]。第2フェーズ（2027-2030年）ではさらに約4,600人の移住が実施される[News13 

2025; Eichner 2025]。

　この計画の特徴は、ブナイ・メナシェの定住を明確に北部イスラエル強化戦略の一環

として位置づけている点にある。2023年10月7日のハマス攻撃以降、イスラエル北部で

はヒズブッラーとの軍事的対立が激化し、レバノン国境沿いの集落からの住民避難が相

次いだ。こうした状況を受け、ゼエヴ・エルキン率いる北部復興局（Minhelet Shikum 

HaTzafon:הצפון שיקום  との協力体制が構築され、新規移民の主要定住先はガリラヤ（מנהלת 

地方の対峙線沿いの都市に設定されている[Eichner 2025]。約5,800人という規模は、ノフ・

ハガリルといった北部の都市にとって、人口構成に有意な影響を与える数である。ガザ戦

争を経て加速したこの移住計画は、経済的インセンティブと宗教的アイデンティティを組

み合わせることで、ブナイ・メナシェを軍事的リスクの高い地域に定住させ、北部国境の

人的基盤を強化する戦略といえる。

おわりに

本稿は、イスラエル政府が周縁的な位置にあるユダヤ共同体を軍事的に問題を抱える国

境地域へ入植するように誘導してきた政策メカニズムを、ブナイ・メナシェの事例を通じ

て検討した。第1節では、イスラエルの入植政策が1950年代のシャロン計画以降、周縁地

域への人口配置という入植パターンを確立し、それが安全保障上の目的と結びついてきた

歴史を概観した。そして、国家優先地域制度が最大90-91%の土地価格割引、開発費補助、

所得税優遇などの多層的なインセンティブを提供し、新移民を国境地域へ誘導する具体的

メカニズムを明らかにした。第2節では、ブナイ・メナシェの入植パターンが、移住を主

導するNGO団体シャヴェイ・イスラエルによってヨルダン川西岸・ガザ地区の入植地か

ら北部ガリラヤ地方まで変遷してきたこと、特にゴラン高原カツリンへの入植がマナセ族

の聖書における居住地域という宗教的に正当化できる理由を伴っていること、そして2025

年11月の閣議決定により約5,800人の大規模移住計画が北部強化戦略の一環として承認さ

れたことを概観した。

これらの事例が示すのは、イスラエルの入植政策が経済的インセンティブと宗教的アイ

デンティティを組み合わせた誘導のメカニズムとして機能しているという点である。形式

的にはすべての新移民に開かれているインセンティブは、実質的には経済的制約の大きい
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特定のユダヤ共同体を国家優先地域などへ入植させる結果を生み出している。またブナイ・

メナシェの事例は、彼らの宗教的なアイデンティティを利用するかたちで、周縁的なユダ

ヤ共同体が国家の安全保障目標を達成するための人的資源として、戦略的に国境地域に配

置される現実を表している。
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審査を行い、認定された者に対してA/5ビザ(5年間有効な一時居住ビザ)を発給して渡航を許可する
[Eichner  2025]。彼らはイスラエル到着後、国内で正規の改宗プログラムを履修し、ベト・ディン
(ラビの宗教裁判所)での審査を経てユダヤ教徒となり、その時点で帰還法の資格を得て市民権を付与
される。
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1. はじめに

2024年3月31日に投開票が行われたトルコ共和国の統一地方選挙では、トルコ全土81県

の全ての地方自治体の首長、県・市議会議員が選出された。同選挙では主要野党の共和人

民党（Cumhuriyet Halk Partisi: CHP）が2002年から続くエルドアン政権下の歴代選挙で

初めて得票率で第1党となり、現与党の公正発展党（Adalet ve Kalkınma Partisi: AKP）

と民族主義者行動党（Milliyetçi Hareket Partisi: MHP）に対する支持の低下を印象付けた。

一方、少数民族クルド人を中心に支持を集める親クルド政党の人民平等民主主義党

（Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: DEM Parti）はトルコ国内の東西において異なる

2つの選挙戦略を採用した。DEMはトルコ西部では「都市合意（Kent Uzlaşısı）」を通じ

てCHPとの野党連携を試みた一方、クルド人が集住するトルコ南東部のクルド地域では

「第3の道（Üçüncü Yol）」路線を掲げることで主要与野党から差別化して独自の選挙戦を

進め、地方自治体における党勢を拡大した。

1990年代初頭に結党された親クルド政党（pro-Kurdish party）は、トルコ共和国の少

数民族クルド人の地位と権利を巡る民族問題であるクルド問題を議会や選挙という合法的

な枠組みを通じて解決することを目指してきた。特に歴代の親クルド政党の中でも2015年

から2023年にかけての人民民主党（Halkların Demokratik Partisi: HDP）から緑の左派党

（Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: YSP）の期間には、HDP共同党首（1）を務めたセラハッ

ティン・デミルタシュ（Selahattin Demirtaş）の下、従来の支持基盤のクルド人のみなら

ずトルコ全土から支持を獲得する「トルコの政党（Türkiye partisi）」を目指した。そして、

「トルコ市民化（Türkiyelileşme）」の政治路線を採用し、他野党との連携を通じて権威主

義色を強めるエルドアン政権との対決とトルコの民主化を追求した。しかし、2023年5月

に行われた大統領・議会同時選挙での敗北はこれまでの戦略の転換を促し、HDP・YSP

期の「トルコの政党」を目指す立場から、よりクルド民族主義色の強い「クルド民族政党

（Kürt partisi）」へと移行する転換点となった。

本論文では2024年の統一地方選挙における親クルド政党DEMの選挙戦略と言説の地域

間での差異を分析することで、DEMによる「トルコの政党」から「クルド民族政党」へ

の移行の過程を明らかにする。

2. 2024年トルコ統一地方選挙

2024年3月31日に実施された統一地方選挙では主要野党CHPが統治するイスタンブル、

イズミル、アンカラの主要3広域市（2）市長選挙の動向が特に注目を集めた。2019年の地方

選挙ではCHPは善良党（İYİ Parti: İYİ）との国民連合（Millet İttifakı）の枠組みで候補者

調整などの選挙協力を行い、野党側の支持基盤のイズミルに加え、新たに20年以上に渡っ

て与党AKPとその前身の親イスラーム政党が支配してきたイスタンブルとアンカラの2広

域市の市長選挙でCHPの候補者が勝利した。しかし、国民連合は2023年6月のİYİ離脱を契

機に解散し、同連合を形成した6党は各党独自の候補者を擁立して地方選挙に臨み、CHP

は単独での参加となるために苦戦が予想された。また、2019年の地方選挙では親クルド政

党HDPは「クルディスタンで勝利し、西部ではAKPとMHPを敗北させる」としてクルド

地域では独自候補を擁立した一方、トルコ西部では現政権を打倒するために候補者を自主

的に取り下げて野党候補の支持に回り、CHPを含む国民連合の勝利に貢献した。しかし、

DEMは2024年の地方選挙では野党側への協力を白紙にし、トルコ全土に独自候補者を出

すことを模索していた。

そうした状況の中、2024年の地方選挙で特に注目されたのはイスタンブル広域市市長選

挙の動向であった。2019年の同選挙では、第1回投票時にCHPのエクレム・イマムオール

（Ekrem İmamoğlu）が与党AKPの元首相ビナリ・ユルドゥム（Binali Yıldırım）に対して

0.2ポイントの僅差で勝利し、エルドアン政権に衝撃を与えた。エルドアン自身も広域市

市長を務めたイスタンブルでのAKPの敗北は、政権側による広域市市長選挙の「やり直し」

につながり多くの批判が集まった。そして、同年5月の再選挙では10ポイント近くの大差

をつけてイマムオールが再び勝利し、自由で公正とは言えない選挙の中でも「政権交代」

と選挙の「有意味性」が確認されたことで野党陣営を勢いづけた［今井, 岩坂 2023: 117-

119］。そして、2024年地方選挙で独自候補者の擁立を決定したDEMの方針は、イスタン

ブルの中で約1割前後を占める親クルド政党の支持者の投票行動にも影響を与えることが

予想され、現職のイマムオールが再選を目指す上での重要な要素の1つとなった。

3月31日に投開票が行われた地方選挙の結果はトルコ全土でのCHPの勝利に終わった。

AKPの全国得票率35.5%に対してCHPが37.77%を獲得してトルコの第1党となり、2002年

以来初めてAKPの得票率を上回った。また、主要3広域市のイスタンブル、イズミル、ア

ンカラでは広域市市長選挙でCHPの候補者が再選し、ブルサやマニサといった与党側の

広域市の市長選挙でもCHPが勝利したことでトルコの半数の広域市がCHPの統治下に置

かれた。同選挙におけるCHPの勝利には、CHP市長による自治体運営を高く評価した有
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権者による現職効果や与党側の対抗馬の脆弱性、トルコ経済の悪化等が影響を与え、地方

選挙での敗北によってエルドアン大統領の政権運営は難しい舵取りを迫られた［関 2024: 

133-137］。一方、第3勢力としてのDEMは政権によって管理人（kayyım）（3）が任命され

たクルド地域の主要都市ディヤルバクル、ヴァン、マルディンの3広域市市長選挙で再び

勝利するとともに、前身のHDPによる2019年地方選挙での57の自治体の首長選での勝利

を大きく上回る74の自治体で首長職を確保した。

3. トルコ南東部における「第3の道」

3-1. 人民平等民主主義党
親クルド政党のHDPとYSPは、2023年5月に実施された大統領・議会同時選挙において

エルドアン政権に対する対決姿勢を鮮明にした。両党は大統領選挙では独自候補を擁立せ

ず に 主 要 野 党 に よ る 国 民 連 合 の 大 統 領 候 補 ケ マ ル・ ク ル チ ダ ル オ ー ル（Kemal

Kılıçdaroğlu）を支持したものの、親クルド政党を含む諸野党は大統領・議会選挙の双方

で敗北した。独自の大統領候補を擁立しないという党指導部の決定と決選投票でのクルチ

ダルオールのトルコ民族主義的政策・言説への転換は親クルド政党に対する支持者からの

失望を招き、政権批判の受け皿としてのCHPの台頭とともに、党内外のクルド系有権者

からの批判を受けた［法島 2025］。そして、親クルド政党は選挙後に党員や支持者による

集会を各地で開催し、党の再編とHDP期の野党連携を通じた「トルコの政党」を目指す

路線からの転換を試みた。

表1　2024年地方選挙結果

出典: 高等選挙委員会（Yüksek Seçim Kurulu: YSK）のデータ、TRT［2019, 
April 3; 2024, April 4］から筆者作成

政党
（広域市)

市長
首長

(区, 市, 郡, 町)
得票率

(%)
前回比
(±)

CHP 14 395 37.77 -7.75

AKP 12 526 35.49 8.84

YRP 1 62 6.19 新規

MHP 0 218 4.99 2.32

DEM 3 74 5.70 -1.46

İYİ 0 30 3.77 3.68

その他 0 51 6.09 0.46

合計 30 1356 100 

2023年10月15日に開催されたYSPの第4回臨時党大会「自由のために再び（Özgürlük 

İçin Yeniden/Ji bo Azadiyê）」ではYSPの新党名の発表や党規約の改正、新共同党首を含む

党幹部の選出等が行われ、親クルド政党の再編のための方針が決定された。YSPは党名を

人民平等民主主義党（Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: HEDEP, 後にDEM Parti）

に変更し、クルド系支持者に親しみやすい歴代の親クルド政党と類似した党名が選ばれた。

さらに臨時党大会では新共同党首のトゥンジェル・バクルハン（Tuncer Bakırhan）と

トゥライ・ハティムオールラル（Tülay Hatimoğulları）は元HDP共同党首デミルタシュ

らによって主張されていた「トルコの政党」という目標について言及せず、新たに「民主

的なトルコのためにはクルド問題が解決されなければならない」というメッセージに重点

を置いた。そして、クルド問題の解決策はイムラル島に収監されている非合法武装組織ク

ルディスタン労働者党（Partiya Karkerên Kurdistanê: PKK）指導者のアブドゥッラー・

オジャラン（Abdullah Öcalan）であると強調し、オジャランの主導によるクルド問題の

解決を目指す姿勢を示し［Yazıcıoğlu 2023, October 15］、主要な支持層のクルド系有権者

からの支持回復のために「クルド民族政党」的な主張を強めた。

3-2. 「第3の道」
YSP党大会の決議では2024年3月の地方選挙における「第3の道」路線の再確認が行われ

た。DEMによる「第3の道」路線は与党AKP・MHPによる人民連合（Cumhur İttifakı）

を「抑圧、不正、無法、暴政、ファシスト的制度化の拠点である権力ブロック」とする一

方、主要野党CHPとİ Y İによる国民連合を「限定的な変化を約束しながら社会の変革要求

を空洞化し、本質的に新たなことを何も語らない復古的な民族主義者」であると定義した。

そして、既存の両連合では現状の社会・政治・経済的危機に対して変革的かつ構造的な解

決策を提示できないとして、親クルド政党は両勢力の外側から独自の方針で民主主義と自

由の実現を目指すと決議し、HDP期の国民連合側に対する一方的な歩み寄りの姿勢から

大きく転換した。また、2023年の同時選挙における選挙連合の労働自由連合（4）とは異なり、

翌年の地方選挙ではより広範な社会的闘争同盟の形成を目指すことも決定された［DEM 

Parti 2023, October 15］。

新たに「第3の道」路線を掲げたDEMは2023年11月12日に開催された民主的地方行政会

議において、候補者擁立や他党との連携を含む地方選挙の方針を発表した。会議の最終宣

言では、自由かつ平等なトルコのためには地方民主主義と民主共和国が必要であるとして、

地方自治を通じてオジャランの提唱する民主共和国を実現することと10月の党大会と同様

に収監中のオジャランの「孤立」の解消と身体的自由が要求され、「クルド民族政党」と

しての色彩を強めた。さらにトルコにおける政治の二極化の現状に対してはDEMの提唱
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する「第3の道」路線が有効であるとして、地方選挙に向けたさらなる闘争の拡大を表明

した。一方、他政党に対しては与野党ともに住民に十分な自治体サービスを提供できてい

ないと批判しつつも、特に現政権による管理人の任命に強く抗議し、クルディスタンから

AKP・MHPの与党連合を追い出すことを宣言した［DEM Parti 2023, November 12］。

一方、同会議でDEM共同党首バクルハンは地方選挙での候補者擁立と同盟方針につい

て具体的な内容を明らかにした。バクルハンは管理人が任命された自治体での勝利が優先

されるとしてクルド地域に注力することを表明し、前回の議会選挙において親クルド政党

が得票率で1位と2位になった全ての都市で市長と市・県議会の候補者を擁立することを宣

言した。また、同盟方針についてはHDP期のような他候補に対する間接的な支援は行わ

ないことを表明しつつも、トルコ西部では他党との同盟にオープンであり、公開交渉を通

じた連携の可能性に含みを持たせた［Bozarslan 2023, November 12］。

そして、2024年1月にDEMは地方選挙の候補者擁立に向けた予備選挙（ön seçim）プロ

セスを開始した。予備選挙では市長・首長、県・市議会議員について合計約4000人の候補

者が立候補し、有権者としてDEMを含む歴代の親クルド政党の党員や関係者に加え、

DEMと関係する市民社会組織や専門職団体の関係者等の約10万人が投票を行った［Gazete

Duvar 2024, January 10］。特に21日に実施されたクルド地域の最大都市ディヤルバクル

広域市共同市長の予備選挙には女性4人、男性10人が立候補し、約2万人が投票を行った

［Kamer 2024, January 24］。DEMは1月の予備選挙を通じてクルド地域の多くの候補者を

決定したものの、イスタンブルやメルスィン等の西部諸都市では他政党との交渉を継続し、

同盟への参加や共同候補の擁立も模索し続けていた［Durukan 2024, January 20］。

3-3. レイラ・ザナの政界復帰
3月の地方選挙に向けて、2024年1月には約8年間に渡って沈黙を保ってきたレイラ・ザ

ナ（Leyla Zana）が再び政治の表舞台に復帰し、DEMがクルド地域で開催する選挙集会

で盛んに演説を行った。1990年に結成された初代の親クルド政党である人民労働党（Halkın

Emek Partisi: HEP）から国会議員に初当選したレイラ・ザナは就任式の宣誓でクルド語

を使用したために長年投獄され、2004年の釈放後には民主社会党（Demokratik Toplum

Partisi: DTP）の結成を主導してクルド系有権者を中心に高い支持を得てきた。しかし、

2015年の議会の就任式の宣誓でのクルド語使用を巡る事件によって2018年に議席を剥奪さ

れ、HDP期には事実上の引退状態であった。しかし、2023年12月には地方選挙でディヤ

ルバクル広域市の共同市長候補としてDEMから立候補が検討されていると報道され、後

に立候補の要請は否定されたものの、地方選挙を前にザナの動向に再び注目が集まった

［Yeni Yaşam 2023, December 22］。

翌年1月にはGazete Duvarの単独インタビューに応じ、現在のトルコ政治やクルド問題

への見解について語った。レイラ・ザナは前年の議会選挙で親クルド政党の議席が減少し

たことに関連して、他党との一定の協力関係はあり得るとしつつも、「どの政党も自らの

支持基盤を他の政党に移譲して何の見返りも期待せずに投票させることはなく、政治の本

質に反する」とYSP・HDP期の一方的な野党連携の戦略を否定した。そして、現在のト

ルコの体制が主要政党のCHPとAKPのどちらかの派閥を選択させることを強制している

として、AKPをウンマの思想を押し付けているとする一方、CHPは1世紀もの間、クルド

人に世界の苦しみを与えて無視し、存在を否定してきたと評価し、親クルド政党はどちら

の松葉杖にもならないと表明した。そして、CHPが現在に至るクルド人に対する抑圧の

起点であると説明し、HDP期の党幹部が収監されたことを2016年クーデタ未遂前後の

CHPによる免責解除への賛成に原因を求めて厳しく非難した［Erbay 2024, January 21］。

インタビューを通じてザナはAKPとCHPの双方を批判しつつも、CHPに対して特に厳し

い姿勢を見せた。一方、エルドアンについてはオジャランと同様にクルド問題を解決する

上での重要な交渉相手であると認識し、エルドアンとの全面的な対決を選択したHDP期

の政治姿勢を暗に批判した。

地方選挙の期間を通じてザナはクルド地域の各地で演説を行った。演説中ではクルド語

の使用やオジャランの「孤立」の打破を主張し、クルド系有権者に対して過去のクルド人

への抑圧や差別、偏見を想起させ、民族的アイデンティティに訴えることでDEMへの支

持を呼びかけた。バトマン県ベシリ郡で3月27日に行われた演説では「クルド人は尊厳あ

る平和と正義を求めている。この要求に耳を塞いではならない。クルド人はあらゆる状況

下で抵抗し、これからも抵抗し続けるだろう。私たちは高い得票率で自治体を獲得して人

民とともに運営する」と演説した［Yeni Yaşam 2024, March 27］。また、3月22日には「私

たちは『クルド人を騙せる』と言う者たちに「もう十分だ」と伝える。人間の意志を守れ

ば、アッラーもそれを守ってくださる。私たちは自分自身、自らの言語、自らの名誉を守

らなければならない」と発言し［Yeni Yaşam 2024, March 22］、今回の地方選挙が地方

自治体の統治のみならず、クルド人のアイデンティティを守るための闘いであるように表

現した。

また、ザナはCHPに対しても批判的な演説を繰り返し、クルド人に対して自らのアイ

デンティティのためにDEMに投票するように呼び掛けた。特にシャンルウルファ広域市

ヒルヴァン区で3月24日に開催された選挙集会では、CHPのこれまでの態度を「過去から

現在に至るまで、CHPは100年近く、この人々の努力、感情、そしてあらゆる価値観を、

自分たちのためだけに利用しようとしてきた」と厳しく批判した。そして、イスタンブル

広域市での選挙についても以下のような見解を述べ、クルド人の民族的アイデンティティ
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の観点からCHPに対する一方的な選挙協力を拒否した。

CHPは今、「なぜイスタンブルのクルド人は私たちに投票しないのか」と言っている。

100年の間にクルド人は意識を高めて組織化し、力を持つ存在になり、その意志を今や

自らのために使うことを望んでいる。私たちは誰の召使いでもない。「私に投票しろ、

だが目立たないようにしろ」と言われている。しかし、私たちは幽霊ではない。彼ら

は私たちを馬鹿にしている。私たちは愚かな民族ではない、私たちは古代から続く民

族だ。この地域で最も豊かな感情と思想を持つ、古代から続く民族なのだ［Gazete 

Duvar 2024, March 26］。

また、地方選挙に際してはクルド音楽を代表する歌手シヴァン・ペルウェル（Şivan 

Perwer）が自身の作詞作曲したDEMの選挙歌「時（DEM）が来た（Dem Hatiye）（5）」を

歌い、クルド系有権者に対してDEMへの支持を呼びかけた［Yek Music 2024, March 

22］。

DEMはクルド地域では「クルド民族政党」として振舞い、独自路線を強調し、クルド

系有権者の民族的アイデンティティに訴えかけることで、2023年の同時選挙で棄権やCHP

に流出した支持者の取り戻しを試みた。

4. トルコ西部における「都市合意」

4-1. 「都市合意」を通じた野党連携
DEMによるトルコ西部での選挙戦略は「都市合意」に基づき、一部の地域に限定して

政策合意を結び、他政党との間で候補者調整を行うというものであった。2023年12月15日

から16日に開催されたDEMの党議会では「都市合意とともに人々が統治する」という声

明が公表され、地方選挙のロードマップが明らかにされた。特に声明における5項目目では、

トルコ西部における「都市合意」の実施とその詳細が以下のように定義された。

5. トルコ西部では、都市を構成して維持する社会的・政治的力学を広く網羅する全

ての機関、組織、労働者、勤労者、環境保護活動家、女性、若者、民族・宗教団体・

政党、労働・専門職団体、民主的で良識ある市民、あらゆる社会的当事者、政治的ア

クターと会談し、協議し、共に歩み、共同の闘争を紡ぐ都市合意の基盤を構築するこ

とを最優先の課題と考える［DEM Parti 2023, December 16］。

DEMはクルド地域では政権批判層の受け皿となるCHPの台頭を警戒して独自性を強調

した一方、トルコ西部では都市部に暮らすクルド系有権者からの要望を考慮した上で、地

元住民からの高い支持を受ける野党側の現職市長を支持する可能性があることを示した。

最終的にDEMはイスタンブル広域市のサンジャクテペ区とエセンユルト区、メルスィ

ン広域市とアクデニズ区においてCHPと政策協定を結び、候補者の取り下げや交代とい

う形での協力に基づく「都市合意」が実施された［BBC Türkçe 2025, March 20］。しかし、

都市合意の詳細は公式には明らかにされておらず、両者の間での候補者調整の詳細や具体

的な政策協定等は公表されていない。

4-2. イスタンブル広域市の事例
イスタンブル広域市市長選挙では、CHP所属の現職エクレム・イマムオールが5年間の市

政の成果を強調して再選を目指した一方、与党AKPは環境・都市整備・気候変動省の前

大臣ムラト・クルム（Murat Kurum）を立候補させた。また、İYİをはじめとする旧国民

連合の構成政党も独自候補の擁立を開始したため、2019年の市長選挙の場合のような野党

協力体制の構築は見込めず、イマムオールとCHPの苦戦が予想された。

一方、DEMは「都市合意」の方針の下、イスタンブルでの協力を巡ってCHPとの間で

協議を開始した。特に争点となったのはイスタンブル広域市の市長選挙であり、一時は獄

中のセラハッティン・デミルタシュの妻バシャク・デミルタシュ（Başak Demirtaş）の

立候補が検討された。2023年1月20日にバシャクは立候補に対して「人々が望み、党も適

切と判断し、民主主義と社会的な平和の実現につながるという確信があれば検討する可能

性がある」と前向きな発言を行い［Aktan 2024, January 22］、DEMの幹部はバシャクも

候補者として名前が挙がっていることを認めた。また、DEMのクルド系支持者の間でも

独自候補の擁立への支持が69.9%であり、誰が好ましいかという質問にはバシャクが34.3％

で最多となった［Aslan 2024, January 22］。当初、AKPとMHPが連合している状態では

クルド系有権者のイマムオールへの投票が想定されたものの、バシャクの立候補によって

野党票の分散が懸念され、AKPの勝利に近づくと想定された。しかし、最終的に2月7日

にバシャクは立候補辞退の声明を出した［El 2024, February 7］。ディジレ大学のヴァハプ・

ジョシュクン（Vahap Coşkun）は一連のバシャクの立候補を巡る動きを夫のセラハッテ

ィン・デミルタシュによる事実上の立候補であると解釈し、DEM支持層から強い支持を

集める強力な候補者を立てることで、不人気な候補者を擁立することを試みた現在の党指

導部に圧力をかける意図があるとした［Kösedağı 2024, February 7］。

最終的にイスタンブルでのDEMとCHPの「都市合意」では、DEMは広域市市長選挙に
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おいてメラル・ダヌシュ・ベシュタシュ（Meral Danış Beştaş）とムラト・チェプニ（Murat 

Çepni）という知名度の低い候補者を擁立した。また、エセンユルト区ではCHPが当初検

討していたアリ・ギョクメン（Ali Gökmen）に代わり、アフメト・オゼル（Ahmet 

Özer）が都市合意に基づき候補者として指名された。エセンユルトはイスタンブル広域

市で最大の区として人口約100万人を誇り、クルド系有権者が多数居住しているために親

クルド政党の得票率が高い地域でもあり、DEMがイスタンブルで最も重視している自治

体であった。そして、新候補者のアフメト・オゼルはクルド人としての出自を持ち、南東

部の経済や社会の研究者であると同時にHDPから議会選挙に立候補した経歴を持つ親ク

ルド政党と非常に近しい立場の人物であり、CHPに移籍することで区長選に立候補した。

また、DEMはイスタンブル各地の区長選挙において、全39区のうちエユプスルタンやウ

ムラニイェ等のCHPとAKPの支持率が僅差の22区で候補者を取り下げ、自主投票を呼び

かけた。この他にも親政権メディアによると各区議会にはCHPの候補者リストから43名

のDEM党員が当選し、元HDP所属で2018年にPKKのメンバーとして逮捕歴のある人間が

サンジャクテペ副区長に任命された［Kılıç & Yeğin 2024, May 11］。

都市合意の結果、イスタンブル広域市市長選ではDEMは約2%の得票率にとどまったも

のの、CHPのイマムオールが約51%の票を獲得してAKPの約40％の得票率に大きな差を

つけて勝利した［表 2］。また、イスタンブルの各区長選挙ではDEMによる候補者撤回の

結果、CHP所属の区は前回の16区から大きく増加して26区になり、都市合意の結ばれた

エセンユルトでもCHPのオゼルが勝利した。そして、広域市市長選挙におけるDEMの候

補者の得票率は2023年議会選挙における前身政党YSPの8.11%に対して2.12%に留まった

が、多くのDEM支持者はイマムオールに投票した。トルコ最大の都市イスタンブルでの

表2　2024年イスタンブル広域市長選挙結果

出典: YSKのデータから筆者作成

立候補者 (所属政党) 得票率(%)

エクレム・イマムオール(CHP) 51.21

ムラト・クルム (AKP) 39.59

メフメト・アルトゥニョズ(YRP) 2.62

アズミ・カラマフムトオール(ZP) 2.12

メラル・ダヌシュ・ベシュタシュ(DEM) 2.12

ブーラ・カヴンジュ(İYİ) 0.63

その他 1.71

合計 100 

主要野党CHPの勝利には、AKPとの接戦下で唯一選挙協力を行ったDEMと5年間のイマ

ムオール市政を評価したクルド系有権者の存在が大きな役割を果たした。

5. おわりに

親クルド政党は2024年3月の地方選挙において、イスタンブル等の一部都市でCHPの勝

利に貢献した。しかし、CHPとの選挙協力はトルコ西部の少数の都市に限定され、従来

のような親クルド政党による一方的な協力ではなく、相互の候補者支援等を含む、より深

化した協力関係が構築された。一方、DEMはクルド地域での選挙戦略に異なるロジック

や言説を用い、予備選挙を通じた独自候補者の積極的な擁立やレイラ・ザナの復帰といっ

たクルド民族主義色を強めた選挙方針が採用された。

同地方選挙はデミルタシュとHDP時代からの変革期であり、トルコ西部では野党連携

を通じた「トルコの政党」が目指されたものの、クルド地域では「クルド民族政党」とし

て党の独自色を出した。これは党の主要な支持基盤であるトルコ西部の野党寄りの支持者

と南東部のクルド民族主義的な支持者の双方に配慮した結果であった。同時にDEMはこ

れまでの野党連携によるトルコの民主化やクルド問題解決を目指す方針とは異なり、現政

権と協力してエルドアンとオジャランの主導でクルド問題の解決を試みる立場へと転換し

つ つ あ っ た。2024年10月 ご ろ か ら 開 始 さ れ た「 第2次 解 決 プ ロ セ ス（İkinci Çözüm 

Süreci）」ではオジャランと政権側の主導でクルド問題の解決が目指された一方、2024年

10月にはエセンユルト区長オゼル、2025年3月にはエルドアン最大のライバルと目される

イスタンブル広域市市長イマムオールの拘束によって野党への圧力が強まり、DEMはト

ルコの民主化を目指す「トルコの政党」とクルド問題解決を優先する「クルド民族政党」

の狭間で選択を迫られた。

※本研究は東京財団による2026年度ヤングリーダー研究奨学金の研究成果である。
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（最終閲覧日は全て2025年12月15日である）

（ 1 ）親クルド政党では男女平等や女性の権利を重視する立場から、党首や市長等の役職を男女1名ずつ
が共同で担う共同代表制が採用されている。

（ 2 ） 広域市（büyükşehir belediyesi）はトルコの自治体の区分の1つであり、通常の自治体よりも地方自
治体に対して行政面などで広範な権限が付与されている。

（ 3 ）政権側によって「テロ組織」との関係の容疑などで解任された親クルド政党所属の市長に代わって
任命された官僚のことであり、民主的な選挙結果を覆すものであるとして国内外から非難を受けてい
る。

（ 4 ）労働自由連合（Emek ve Özgürlük İttifakı）」は親クルド政党のHDPとYSPが2023年大統領・議会
同時選挙に際して、トルコ系社会主義政党と結成した選挙連合。大統領候補者の指名や議会選挙での
候補者擁立を巡る論争から効果的な連携を達成できなかったと批判された。

（ 5 ）党の略称であるDEMはクルド語で「時」という意味の単語。
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